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第１章 行動指針策定の経緯 

 

① 「大規模災害発生時における災害廃棄物対策行動指針」（以下「行動指針」という。）

は、大規模災害時における災害廃棄物対策を更に強靱なものとすべく、東日本大震災

はもとより過去に発災した比較的規模の大きい災害による教訓・知見及びこれまでの

取組の成果をまとめるものである。 

 

② 東日本大震災以降、政府全体で減災・防災対策が進み、災害時の廃棄物対策につい

ても、国土強靱化基本計画（平成 26 年６月３日閣議決定。参考資料１）、首都直下地

震緊急対策推進基本計画（平成 27年３月 31日閣議決定。参考資料２）、南海トラフ地

震防災対策推進基本計画（平成 26 年３月 28 日中央防災会議決定。参考資料３）等に

おいて、災害廃棄物の適正かつ円滑・迅速な処理の実施に向けた計画の策定が重要な

課題として位置付けられている。 

 

③ 環境省においても、平成 25年度以降「大規模災害発生時における災害廃棄物対策検

討会」（平成 27 年度に改称、以下｢検討会｣という。参考資料４）を開催し、大規模災

害時における災害廃棄物処理について総合的な検討を行い、「巨大災害時における災害

廃棄物対策のグランドデザインについて」（平成 26 年３月。参考資料５）と「巨大災

害発生時における災害廃棄物に係る対策スキームについて」（平成 27年２月、以下｢対

策スキーム｣という。参考資料６）を取りまとめた。 

同時に、地方環境事務所が中心になって平成 26 年度から順次地域ブロック単位で

関係者の協議会等を設置し、各地域での大規模災害への備えに向けた協議を行ってい

る。 

対策スキームを踏まえ、大量に発生する災害廃棄物の円滑かつ迅速な処理を実現し、

災害廃棄物処理の停滞により復旧・復興が大幅に遅れる事態を防止するため、法制度

の整備を実施し、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び災害対策基本法の一部を改

正する法律」（平成 27 年法律第 58 号。以下「改正法」という。参考資料８）が平成

27年７月 17日に公布、８月６日に施行された。 

 

④ 本行動指針は、検討会における議論の内容を踏まえ、廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律（以下「廃掃法」という。）及び災害対策基本法（以下｢災対法｣という。）に基

づく災害廃棄物の適正かつ円滑・迅速な処理を確保・実現するため、これらの法律に

関係する計画等において踏まえるべき、大規模災害に備えた対策の基本的考え方を具

体的に示すものとして策定する。 
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第２章 行動指針策定の目的 

 

① 環境省は、近年の災害の教訓・知見を踏まえ、実際に処理に当たる市町村（特別区

や一部事務組合を含む。以下同じ。）の災害廃棄物対策を推進するため、「災害廃棄

物対策指針」（平成 26年３月）を策定、周知した。他方、対策スキームの「１．（２）

対象とする巨大災害の考え方」において示されているとおり、東日本大震災のような

極めて規模の大きい災害では、平時とは次元の異なる対応が必要である。 

 

② 次元が異なるとはいえ、大規模災害時であっても、災害廃棄物の適正かつ円滑・迅

速な処理が必要であるとともに、分別、選別、再生利用等による減量化も必要である。

さらに、発災直後においても、衛生状態の悪化を極力防ぎ、生活環境の保全に努める

ことが不可欠である。併せて、関係省庁との協力の下、復旧・復興政策・事業と十分

協調しながら進めることが必要である。 

 

③ これらの対策を的確に行うためには、「災害廃棄物対策指針」の中で新たに、大規模

災害に向けた、国、地域ブロック、都道府県及び市町村における事前の備えについて、

基本的な考え方を整理する必要がある。本行動指針は、改正法及び対策スキームの考

え方に基づき、大規模災害時において、災害廃棄物処理に関わる関係者が担うべき役

割や責務を明確化し、関係者による連携・協力体制を構築し、もって “オールジャパ

ンでの対応”の実現を目的として策定する。 
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第３章 対象となる大規模災害の考え方と基本的な対応方針 

 

① 本行動指針は、対策スキームにおいて示された「巨大災害の考え方」に基づき、通

常規模の災害とは次元の異なる対応が必要となる災害を対象とする。 

 

   具体的には、対策スキーム（１．（２）の③）に示された考え方を基本としつつ、

改正法において、生活環境の悪化を防止することが特に必要と認められるような著し

く異常かつ激甚な非常災害であり、非常災害の中でも災対法に基づく特例の適用を想

定した災害を「大規模災害」と位置付け、本指針の対象とする。大規模災害が発生し

た場合には、当該災害を政令で指定し、環境大臣が政令指定に基づく災害により生じ

た廃棄物の処理に関する基本的な指針（以下｢処理指針｣という。）を示すこととして

いる。 

    

② 災害の規模を表す用語については、改正法において既存の法律との用語の整理が行

われたことを踏まえ、次のとおり整理する。 

○ 対策スキーム中の「巨大災害」については、①で整理したように「大規模災害」

とする。対策スキーム中の「通常災害（比較的高い頻度で起こり得る規模の災害）」

については、平時の法的枠組みで対応する災害のことをいい、「通常規模の災害」と

する。 

○ 改正法における「非常災害」は、今回の改正前の廃掃法にもともと規定されてい

た概念であり、災害による被害が予防又は防止し難い程度に大きく、平時の廃棄物

処理体制では対処できない規模の災害をいう（廃棄物の処理及び清掃に関する法律

及び災害対策基本法の一部を改正する法律等の施行について（通知）（環廃対発第

1508061号））。 

 

③ 本行動指針で対象とする大規模災害に十全に備えるためには、対策スキームに即

して、以下の性格を有する本指針を参照することにより、遺漏のない対策を各主体

が講じていくことが必要である。 

   ⅰ) 平時から、地域ブロック協議会等の活動を通じて、行政のみならず民間事業者

を含む関係者が連携・協力体制を構築し、地域ブロック内における対策のための

「大規模災害発生時に備えた災害廃棄物対策行動計画」（仮称）（以下「行動計

画」という。）の策定を目指すための指針 

   ⅱ) 発災後、環境大臣が、速やかにその災害により生じた廃棄物の処理を行うため

の基本方針（処理指針）を策定するための事前の指針 
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第４章 行動指針の位置づけ 

 

本行動指針は、平時の枠組み・対策では対応できない大規模災害発生時においても災

害廃棄物を適正かつ円滑・迅速に処理するための基本的な考え方、対応方針を整理する

ものである。既に整備済み又は改正法に基づく計画等との関係は、以下のとおり。 

 

① 政府における災害対策関係の指針、計画等との関係は、次のとおり。 

○ 廃掃法に基づく国の基本方針（第５条の２）、都道府県廃棄物処理計画（第５条の

５）等、及び災対法に基づく防災基本計画（第３４条）、環境省防災業務計画（第３

６条）、都道府県地域防災計画（第４０条）等の今後の策定・変更の参考となる大規

模災害に備えた廃棄物対策の基本的考え方を具体的に示すもの。 

○ 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基

本法 （平成 25年 12月 11日法律第 95号）、首都直下地震対策特別措置法（平成 25

年 11 月 29 日法律第 88 号）、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特

別措置法（平成 14年７月 26日法律第 92号）等、減災・防災に関するその他の関連

法、関連計画等に記載された災害廃棄物対策のうち、大規模災害に備えた対策を具

体化するための指針を示すもの。 

  

② 環境省が推進する地域ブロック単位での活動目的の一つとして、地域ブロック協議

会が策定することを目指す行動計画の参考となる指針を示すもの。 

都道府県は、大規模災害に備え、行動指針を踏まえて地方環境事務所が中心となっ

て地域ブロック協議会で策定される行動計画や域内市町村が策定する災害廃棄物処理

計画との整合を図りながら、地域ブロック内で協力して処理を分担するため、他都道

府県や関係事業者等との災害協定等を締結することも視野に入れつつ、平時から大規

模災害時においても実効性のある災害廃棄物処理計画等（計画に基づくマニュアルや

手引き等を含む。以下同じ。）を策定、あるいは策定済みの災害廃棄物処理計画等を見

直す。また、市町村における災害廃棄物処理計画等の策定を支援する。 

市町村においては、大規模災害に備え、都道府県の策定する災害廃棄物処理計画等

及び地域ブロック単位で策定されることとなる行動計画等との整合を図りつつ、仮置

場の選定や民間事業者との災害協定等の締結を進め、平時から大規模災害時において

も実効性のある災害廃棄物処理計画等を策定、あるいは策定済みの災害廃棄物処理計

画等を見直す。市町村が策定する災害廃棄物処理計画等には、被害想定に基づき、生

活環境の保全と公衆衛生の確保を図る観点から、災害時においても災害廃棄物処理と

ともに、域内のごみやし尿といった一般廃棄物について、発災直後から円滑かつ迅速

な対応が採れるよう、必要な体制整備や役割分担等に加え、災害応急対応時の体制づ

くりにおける人材確保及び人材育成や必要な資機材の確保、地域での処理可能量の試

算結果を踏まえた処理フロー等を記載する。支援を求める際にはその必要量の見積も

り方法や要請方法、受入れ体制等を記載した受援計画を策定する。さらに周辺の都道
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府県及び市町村（地方自治体）に対して派遣可能な人材や提供可能な資機材、あるい

は受入れ可能な廃棄物量や受入体制等を記載した支援計画も策定しておく。 

 

③ 改正法との関係においては、大規模な災害の発災後の対応として災対法に規定され

た大規模災害時に環境大臣が策定する処理指針（災対法第 86条の５）のひな型をあら

かじめ策定するもの（処理指針の記載事項は第４編を参照。）。都道府県及び市町村は、

国が策定する処理指針を踏まえつつ、平時に災害廃棄物対策指針に基づき策定する災

害廃棄物処理計画等をベースに実行計画を策定するよう努める。なお、国が処理指針

を策定する前に、災害廃棄物処理計画等に基づく実行計画を策定した場合は、処理指

針との整合性を踏まえつつ必要に応じて実行計画の見直しを行う。 
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大規模災害発生時における
災害廃棄物対策行動計画

大規模災害の発生が予想される地域を含む地
域ブロックごとに策定。

廃棄物処理法

廃棄物処理施
設の災害拠点化、
耐震化等の観点
からも取組を推
進。

地域防災計画

【通常の災害】
大規模災害発生時における
災害廃棄物対策行動指針

災害対策基本法
（復興段階では大規模災害復興法）

防災基本計画
（復興段階では復興基本方針）

環境省防災業務計画

基本方針
（環境大臣）

廃棄物処理計画

○○災害に係る
災害廃棄物処理実行

計画

連
携

廃棄物処理
施設整備計画

(H25.5閣議決定）

○○災害における
災害廃棄物処理実行

計画

地域ブロック

都道府県

① 各主体が備えるべき大規
模地震特有の事項

② 地域ブロックにおける対
策行動計画の策定指針
（特に広域連携について）

③ 発生後に環境大臣が策定
する処理指針のひな形

(東日本大震災のマスタープラ
ン的なもの)

災害廃棄物対策指針

 地方自治体が災害に備

えて策定する災害廃棄物

の処理に係る計画の策定

指針を提示。

 当該計画を策定してい

ない地方自治体が、発災

後に災害廃棄物の処理指

針とするものとしても活用。

○○災害における
災害廃棄物
処理指針

大規模災害廃棄物対策のための協議会等
平時から、広域での連携・協力関係を構築。

大規模災害
発災後

将来的な方向性

災害
発災後

災害廃棄物処理計画

災害
発災後

地域防災計画一般廃棄物処理計画

災害廃棄物処理計画

市町村

（相互に整合性を図る。）

（相互に整合性を図る。）

 

図 1 災害時の廃棄物対策に係る計画・指針等関係図



 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２編 

関係者の役割・責務について 

 





第 2 編 関係者の役割・責務について 第 1章 基本的な考え方 

7 

第１章 基本的な考え方 

 

① 災害廃棄物の処理は市町村が行う固有事務として位置付けられている。したがって、

被災市町村は、被災地域に存在する資機材、人材、廃棄物の中間処理施設や最終処分

場を可能な限り災害廃棄物処理に活用するなど、極力自らの地域内において処理を行

うとの主体性が求められる。 

 

② 他方、東日本大震災時の宮城県や岩手県の処理の例を踏まえれば、大量の災害廃棄

物が発生する大規模災害時には、被災地域のみで円滑かつ迅速に処理を行うことは極

めて困難であり、市県境を越えた広域的な協力・連携の下での処理が必須となる。そ

のため、被災市町村又は被災都道府県からの要請に応じて、被災しなかった又は被災

の程度が軽かった地方自治体には、資機材や人材の提供、広域的な処理の受入れ等に

積極的に協力することが求められる。 

 

③ このため、大規模災害時には、被災した事業者の主体的な処理も促しつつ、まずは、

被災市町村における処理、次いで非被災市町村及び事務委託を受けた都道府県が主体

となって行う処理など当該都道府県内での処理、さらには地域ブロックでの広域処理、

そして複数の地域ブロックにまたがる広域的な処理を、それぞれ被災の状況及びその

地域の処理能力に応じて適切に組み合わせた上で、円滑かつ迅速な処理を補完する観

点からの国による代行処理の実施という重層的な対応とすることが基本となる。 

 

④ また、災害廃棄物処理に係る対策の実務は、民間廃棄物処理事業者の保有する既存

の廃棄物処理施設の活用を始め、民間事業者の果たす役割が大きく、処理の円滑かつ

迅速な実施には、様々な分野の民間事業者の能力が最大限に発揮されることが極めて

重要となる。 

 

⑤ これら重層的な対応を行うためには、政府、地域ブロック、都道府県及び市町村と

いう各層内及び各層間において、主体となるべき行政機関が他の関係行政機関や事業

者、専門家等と平時から連携・協力関係を構築し、発災後にはその関係を活用して関

係者が一丸となって、被災しなかった地域も含めた“オールジャパン”での対応によ

って処理に当たることが重要である。 

 

⑥ そのためには、国のリーダーシップのもと、平時からの広域での連携・協力体制を

構築することが重要である。国が中心となって、平時から地域ブロック単位での行政

のみならず民間事業者を含む関係者の連携・協力体制、さらには地域ブロック間での

連携体制を構築し、各ブロックにおける実効性の高い災害廃棄物対策のための行動計

画の策定を推進することによって、地域ブロック内の関係者が協力して発災後の広域

的な処理に備えることが必要である。なお、広域的な連携協力の範囲や内容は、実際

に発生した大規模災害の態様、影響等を十分に踏まえ、発災後に改めて柔軟に見直し、
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対応されることが必要である。 

 

⑦ また、大規模災害時において、平時とは全く異なる仕組みによって災害廃棄物処理

を行うことを想定した場合、発災後においても、被災地域では住民生活による生活ご

み、し尿が排出され続けるため、災害時の緊急的な仕組みと平時の仕組みが併存する

ことによる混乱が懸念される。何より、数十年、数百年に一度の大規模災害の際にの

み適用される災害廃棄物処理の仕組みを整備するだけでは、実際の大規模災害時にそ

の仕組みが十分に機能しないおそれが極めて高い。さらに、通常規模の災害時から大

規模災害時まで災害の規模に応じて対応すべき主体や体制は異なるものの、必要な対

応は切れ目のないように行われるべきとの観点からも、実効性が高い平時の仕組みを

基礎としつつ、通常規模の災害時における災害廃棄物処理に係る知見・教訓を踏まえ

た対応としていくことが重要である。 
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第２章 地域ブロック単位で行う事項 

 

① 都道府県の枠を越えた実効的な災害廃棄物処理の枠組みとして、国（地方環境事務

所）が中心となり、大規模災害時に、関係者それぞれの役割・責務が適切に果たされ、

“オールジャパン”での対応が実現されるよう、地域ブロック単位（北海道、東北、

関東、中部、近畿、中国、四国、九州の８地域ブロック）で広く関係者の参画する協

議会等を設置する。 

 

② 地域ブロック協議会等では、国、都道府県、市町村等の連携・協力体制の構築に加

え、廃棄物処理業界のほか各種業界の民間事業者との連携・協力体制を構築する。地

元にある廃棄物処理事業者、建設事業者、製造事業者等の民間事業者と円滑な災害廃

棄物処理に向けて関係者間で協議し、協力可能な内容を検討した上で、関係者間で災

害協定等を締結する。 

 

③ 地域ブロック協議会等では、平時から地方環境事務所が中心となって情報共有や災

害廃棄物対策に関する協議を進め、共通の認識となる被害想定を設定し、設定した災

害に応じて、国（環境省）、地方自治体、民間事業者等の地域ブロック内の関係者それ

ぞれの役割分担を明確にした上で、連携体制の構築等を推進する。また、有識者や関

係省庁の地方支分部局等にも地域ブロック協議会等への参加を求め、関係省庁間の連

携の強化を推進する。さらに、災害発生時に検討した体制を実現できるよう、通常規

模の災害対応における教訓の共有や人材交流、民間事業者との連携促進等により、人

材育成のプラットフォームとしての機能も期待できる。 

なお、地域ブロック協議会等は地域ブロックの自主性と地域の特性に応じた柔軟性

を効果的に引き出すための場であり、継続的にネットワーク機能として維持していく

必要がある。そのため、地方環境事務所が中心となり都道府県の主体的な協力を得て

地域ブロック協議会等を運営していくことを基本とし、地方環境事務所は、地域ブロ

ック協議会等において積極的にファシリテータ役を果たし、協定締結を含めたさまざ

まな主体間の連携強化、技術情報の提供等を行う。さらに、発災時においても円滑な

連携が実施できるよう、地域ブロック協議会等での議論の状況も踏まえて、環境省（本

省）が地方環境事務所と連携して地域ブロック間の連携等を調整する。発災時には、

災害廃棄物対策について、地方環境事務所が各地域ブロック協議会等を中心とする連

携体制を活かして一元的な窓口機能を担い、被災自治体等の支援等を行う。 

なお、地域ブロック協議会等の運営方法については、発災時に地域ブロック間の連

携ができることを前提として適宜見直すこととする。 
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④ 災害発生時においても資源の有効活用の観点から、災害廃棄物の再生利用を極力実

施するため、地域ブロックの域内で、災害廃棄物の処理の拠点や再生資材の利用先の

確保等を進めることが重要である。 

その上で、円滑かつ迅速な災害廃棄物の処理のために最終処分が必要な災害廃棄物

については、各地方自治体が平常時に搬入している最終処分場の活用を検討し、不足

する容量について地域ブロック単位でその処分先の確保も進める。 

また、仮設の処理施設を設置する際には、被災市町村にそれぞれ仮設の処理施設を

設置するのではなく、複数の被災市町村でまとまって仮設の処理施設の設置、活用を

検討する等、参画している地方自治体の仮設処理施設の候補地の確保等に関する情報

を地域ブロック協議会等で共有し、施設の有効活用についても協議する。 

  

 ⑤ 地域ブロック単位でどの程度処理可能か見極めた上で、他の地域ブロックに協力を

要請する事項、支援を受け入れる体制について整理しておく。 

 

⑥ 被害想定に応じて、複数の地域ブロックにまたがる広域的な輸送ネットワークを構

築すべく、関係する地域ブロック間で連携し、各輸送主体の受援必要性や支援可能性

も勘案し、支援側と受援側で連携して広域輸送の拠点や輸送システムの確保を進める

ことが重要である。 

 

⑦ 関係省庁・機関の既存の協議会等について、その特性等に応じた効果的な連携方策

を検討し、連携を進める。 

 

⑧ 上記の取組を通じて、地域ブロック協議会等において地域の状況に応じた地域にお

ける備えを行動計画として具体化する。行動計画は大規模災害への備えとしてできる

限り速やかに策定することが求められることから、各地方自治体の特徴を十分に整理

した上で、地域ブロック単位での特徴や検討状況に応じて、まずは基本的な事項を定

め、具体的な検討を通じて得られる新たな知見等を踏まえて、構成する地方自治体が

策定する災害廃棄物処理計画等と整合を図りつつ、段階的に充実を図る。 

  さらに、策定した行動計画に基づき、関係者による合同訓練等を実施し、その結果

を踏まえて、実効性を高めるという視点も重要である。 

 

⑨ ①～⑦の内容に加え、オールジャパンでの対応体制の構築の観点から、自らの想定

される被災の状況を踏まえた上で、他のブロックに対してどのような支援が可能なの

か、検討しておく。 

 

⑩ 発災後については、実際に発生した災害の態様、影響等を十分に踏まえ、環境大臣

が策定する処理指針及び地方環境事務所が中心となって策定した行動計画に記載の広

域的な連携協力の範囲や内容を基に、災害廃棄物の円滑かつ迅速な処理の実施に向け

て、柔軟に対応することが必要である。 
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第３章 国が中心となって行う事項 

 

① 大規模災害を想定した災害廃棄物に係る平時からの備えと災害が発生した後の対応

の両方について、国が基本的な方針を示す。 

 

② 災害廃棄物処理に関する知見や技術の体系的な整理（アーカイブ）を行い、関係者

と共有する。また、地方自治体を始め関係者が非常災害における災害廃棄物処理のノ

ウハウを蓄積・活用できるよう、アーカイブ手法を確立し関係者に周知するとともに、

地域ブロック協議会等を通じて他の関係者に参考となるアーカイブ事例を集約し共有

する。 

 

③ 災害廃棄物の発生量及び要処理量の推計手法を構築するとともに、最新の科学的な

知見や実際の災害時の実績に基づき継続的に改善する。また、構築した手法を災害廃

棄物対策指針等に盛り込み、適宜関係者に周知する。 

○ 平時に、地方自治体が災害廃棄物処理計画等を、地域ブロック協議会等で行動計

画を策定するために必要な被害想定に基づいた災害廃棄物の発生量の推計手法を構

築し周知する。 

○ 発災後、災害の実態を踏まえて発生量や要処理量を推定し、適切な処理方針・処

理規模を設定するため、災害廃棄物量（要処理量）の推計について、初期のものか

ら段階的に精緻化を図る上で必要な推計・モニタリング手法（空撮等も含む）、推計

に用いる災害廃棄物発生原単位・比重等の設定方法を構築し周知する。 

○ 発災直後に生活環境等に著しい悪影響を与える可能性のある災害廃棄物や関連す

る課題に対して、リスク評価等を行い、対応・処理方法や必要な事前の備え等を検

討する。 

○ 災害廃棄物の進捗管理を円滑に行うため、仮置場への搬入率、災害廃棄物の処理

割合、再生利用率等の考え方・定義等を示し、関係者に周知する。 

 

④ 災害廃棄物処理に係る技術・システムの開発や、既存技術の有効な組み合わせに関

する検討を推進し、得られた成果を災害廃棄物対策指針等に盛り込み、適宜関係者に

周知する。 

○ 地方自治体による災害廃棄物の仮置場及び仮設処理施設の設置のための用地の確

保を推進するため、必要な面積の算定方法及び候補地の選定手法を構築し周知する。 

○ 被災現場から一次・二次仮置場までの災害廃棄物の処理の標準的なフローの設計

手法を構築し周知する。 

○ 災害廃棄物の再生利用を促進するため、復興資材やセメント原料等の受入れ先の

基準や品質等を整理し周知する。 

○ 焼却における残渣率を適正に管理するための分別・選別技術を整理し周知する。 

○ その他必要な技術等について最新の知見を踏まえて開発し周知する。
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⑤ 災害廃棄物処理支援ネットワーク（D.Waste-Net）を整備し運用する。 

 ○ 国が集約する知見・技術を有効に活用し、各地における災害対応力向上につなげ

るため、その中心となる関係者による人的な災害廃棄物処理支援ネットワーク（有

識者、地方自治体関係者、関係機関の技術者、関係業界団体等から構成。以下

「D.Waste-Net」という。）を構築する。 

 ○ D.Waste-Netの構成として、以下の機能を有する｢支援者グループ｣と｢民間事業者

団体グループ｣の２種類のグループを構築する。 

（ⅰ）平時の機能 

国立研究開発法人国立環境研究所職員、一般社団法人廃棄物資源循環学会等所

属の研究者、環境省及び地方自治体担当官、関係機関の技術者等で構成される｢支

援者グループ｣は、災害廃棄物処理に係る最新の科学的・技術的知見や過去の経験

を集積・分析し、災害廃棄物対策の充実・強化を進めるとともに、被災した市町

村への支援の在り方などの検討を精緻化・深化させる。さらに、地方自治体によ

る事前の備え（災害廃棄物処理計画等の策定や人材育成等）を支援する。 

｢民間事業者団体グループ｣は、一般廃棄物処理業や産業廃棄物処理業（リサイ

クル業を含む。）に加え、幅広い関連業界も含めたオールジャパンのさまざまな業

種で構成する。環境省が中心となって各業種間の役割分担等について必要となる

各種情報の収集・整理を行い、それらの情報に基づいて基本的な方針を検討し、

発災に備えた連携・協力体制を整備する。さらに、｢民間事業者団体グループ｣は、

地域ブロック協議会主催の防災訓練等に参画し体制の強化を図るとともに、災害

廃棄物処理に係る技術の集約、検証及び継承に努め、地方公共団体等における計

画策定等や国民への情報発信等に重要な役割を果たす 

なお、個々の地域において具体的にどのような廃棄物処理へ協力を行うかにつ

いては、本行動指針を踏まえ、地域ブロック協議会等において地元地方自治体等

とともに検討する。 

（ⅱ）発災時の機能 

｢支援者グループ｣は、災害情報の収集・分析を行い、適正かつ円滑・迅速な災

害廃棄物の処理を実施するための支援を行う。具体的には、災害廃棄物の処理実

行計画の策定支援、有害性や危険性を有する廃棄物の対策支援等を実施する。 

｢民間事業者団体グループ｣は、あらかじめ行動計画等において明確化した役割

分担等に応じて対応を行い、大規模災害時の災害廃棄物対策に協力する。大量の

災害廃棄物を排出する可能性がある事業者や、非常災害時に危険物、有害物質等

を含む廃棄物を排出する可能性のある事業者は、その所有する施設等から発生す

る災害廃棄物を、主体的に処理するよう努めるものとする。 

 ○ 環境省は、地方自治体支援のための D.Waste-Net の派遣ルール等を策定し関係者

に周知するとともに、実際の運用を通じて適宜見直す。 

 ○ 環境省は、D.Waste-Net の機能を維持するため、国立環境研究所や廃棄物資源循

環学会等と連携し、必要な人材育成を実施する。
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⑥ 地域間協調を推進する。 

 ○ 国のリーダーシップのもと、平時から、県域を越えた広域で、地域ブロック単位

での行政、民間事業者、専門家等関係者の連携・協力体制（有機的ネットワーク）

を構築すべく、関係者の役割の明確化・具体化や 関係機関等の連携・協力体制の強

化（県域を越える面的対応力の強靱化）を図る。また、地域ブロック間の連携を促

進する。 

 ○ また、連携・協力を図る対象として、 従来地域ブロック協議会等に参加してきた

者（国、都道府県、市町村、民間事業者等）のほか、他の防災施策関係者（内閣府、

国土交通省等）を想定し、地域におけるより効果的な防災対策にも資するよう努め

る。 

 ○ 地方自治体と民間事業者との連携を強化するため、有効な災害廃棄物対策を盛り

込んだ災害協定等の締結を推進する。さらに既に締結されている災害協定における

災害廃棄物関連の記載事項を調査し、大規模災害時における災害廃棄物の円滑かつ

迅速な処理を実施するための官民間協定締結のための地方自治体向けガイドライン

を作成し、より一層の災害協定の締結を推進する。また、発災時に複数の災害協定

等に基づく取組が同時に行われることによる混乱が生じることのないよう、災害協

定の締結状況等を共有し、必要に応じて調整を行う。 

 ○ 複数の地域ブロックにまたがる広域的な各種の輸送ネットワークの構築等、地域

ブロック間の連携を促進する。 

 

⑦ 人材育成による災害廃棄物対応力強化の推進、ネットワーク化を図る。 

○ 災害廃棄物処理に関する専門性を有する人材とジェネラリスト（災害廃棄物対策

や防災対策等について幅広い知識を有する人）の両者の育成が重要である。 

○ 各地方自治体の中で災害時にリーダーとなる職員を対象とした災害時のマネジメ

ントに関する研修や、地方自治体（一部事務組合を含む。）技術職員等を対象とした

災害廃棄物の発生量の推計、処理フローの作成、有害廃棄物や処理困難物等の取扱

い等、災害時に必要なスキルの向上を目的とした研修等を実施する。 

○ D.Waste-Netや国立環境研究所の災害廃棄物研究に基づく最新の知見等を活用し、

育成した人材のプラットフォームの構築、関係者のネットワーク化を推進する。 

 

⑧ 特例的措置を検討する。 

○ 「著しく異常かつ激甚な非常災害」が発生した場合、災対法に基づき、その災害

及び地域を指定した上で、廃棄物の処理及び委託についての特例的な基準を適用す

ることとなる。そのため、地域指定の考え方やそこで適用することが考えられる特

例的な基準の内容につき検討・準備する。 

○ また、その他の廃掃法に基づく特例的措置に加えて、廃棄物が分別されていない

段階においては、各種リサイクル法に基づく平時の措置と異なる対応についても検

討する。 

○ 平時からの国及び地方自治体における取組を実効性のあるものとするためには、

大規模災害時に適用されるべき特例的措置の内容をできるだけ明確に整理した上で、
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 関係者への周知を図ることが重要である。 

○ 特例的措置の整備に当たっては、災害の程度に応じた切れ目のない体系的な措置

となるよう十分配慮することが重要である。 

○ 災害廃棄物の円滑かつ迅速な処理の実施のためのこれらの特例的措置が活用され

るためには、地方自治体が策定する災害廃棄物処理計画等に盛り込み、平時から防

災訓練等により手続等を確認しておくことが重要である。これを踏まえ、災害廃棄

物対策指針等を通じて地方自治体に特例的措置の活用方法等について周知を行う。 

 

⑨ 国民への災害廃棄物対策に関する情報公開、効果的な発信を推進する。 

  ○ 「災害廃棄物処理情報サイト」や「災害廃棄物対策指針情報ウェブサイト」等の

ホームページを充実させ、国の災害廃棄物対策の取組や、東日本大震災等の災害廃

棄物対応事例（アーカイブ情報）等を発信する。 

  ○ 国の災害廃棄物対策の取組を広く周知するとともに、地方自治体が積極的に災害

廃棄物対策を検討する動機付けとなるシンポジウム等を開催する。 

  ○ 災害廃棄物の円滑かつ迅速な処理の実現のために必要となる災害廃棄物の処理の

ための用地の確保や、災害廃棄物の受入れ先の確保について、その方法や重要性を

国民等にわかりやすい内容で周知するため、普及・啓発ツール等を作成する。 

  

⑩ 処理事業費の概算の考え方、財政措置の事務手続の簡素化、速やかな交付を検討す

る。 

 ○ 発災後に迅速に災害廃棄物処理に必要な予算を見込むための処理事業費の概算の

考え方について、過去の実績に基づく処理費用の原単位等を検討する。 

 ○ 市町村等における処理が迷いなく行えるよう、補助金の対象範囲や速やかな交付

のための簡素化手続等の考え方を事前に十分に検討する。 
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第１章 行動計画策定の必要性 

 

① 大規模災害が発生した場合には、地域ブロック内の関係者が共通認識のもと、それ

ぞれの役割分担を明確にし、足並みをそろえた行動を取る必要がある。災害廃棄物対

策に係る課題には、個々の地方自治体で取り組むべき課題と、地域ブロック全体で相

互に連携して取り組むべき課題がある。後者の課題の解決を図るため、個々の地方自

治体で取り組むべき課題を踏まえた上で、その共通のアクションプランとして、地方

環境事務所が中心となって地域ブロック協議会等において大規模災害発生時における

災害廃棄物対策行動計画を策定する。 

 

② 行動計画の策定に当たって、まずは基本的な事項を定め、具体的な検討や運用を通じ

て得られる新たな知見を踏まえて、段階的に充実を図ることが重要である。第２章に

行動計画に盛り込むことが望ましいと考えられる事項を例示する。行動計画に実際に

盛り込む事項については、各地域ブロックの特性や現状を踏まえ、事項の追加・変更

等を適宜行い、効果的かつ実効性の高い計画の策定を図る。 
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第２章 行動計画に盛り込む事項 

 

① 地域ブロック協議会等の構成と基本的な役割 

○ 国（地方環境事務所）が中心となり、国、都道府県、市町村等の連携・協力体制

の構築に加え、廃棄物処理業界のほか各種業界の民間事業者との連携・協力体制を

構築する。 

○ 全国規模の団体の地方支部や各地域の廃棄物処理事業者、建設事業者、製造事業

者等の民間事業者と円滑な災害廃棄物処理に向けて関係者間で協議する。 

○ 地域ブロック協議会等において地域の状況に応じた地域における備えとして行動

計画を策定する。 

○ 関係者のスキル向上や関係者間の連携強化のため、D.Waste-Net 等を活用したセ

ミナーや合同訓練を実施する。 

○ 発災後においては、地方環境事務所が都道府県から災害の態様や影響等に関する

情報を集約し、災害廃棄物の円滑かつ迅速な処理の実施に向けて、行動計画等を踏

まえた広域的な連携を実施する。なお、発災後に情報を集約するための通信手段の

確保方策や、地域ブロック協議会等の運営・協議方法についても検討しておく。 

 

② 行動計画の位置づけ 

○ 地方環境事務所が中心となって地域ブロック協議会等において、設定した災害に

応じて、国、地方自治体、民間事業者等の地域ブロック内の関係者それぞれの役割

分担を明確にした上で、処理体制の構築等の基本的な事項をまとめたものとして、

策定する。 

○ 都道府県災害廃棄物処理計画等及び市町村災害廃棄物処理計画等との整合をとり

つつ、それぞれの計画に記載されている県域を越える規模の広域連携について、そ

の具体的な内容を記載するものとして策定する。 

○ 地域ブロックが事前に備えておくべき行動計画の中には、自らが被災したときに

どう対応するのかという行動計画と、支援に回った場合にどのように支援をするの

かという観点からの行動計画の２つの内容を記載することが望ましい。 

その際に、東日本大震災の教訓を踏まえれば、地域ブロック単位の広域連携につ

いては地域ブロック協議会等の中で、都道府県が主体的に被害状況及び区域内の地

方自治体の災害廃棄物処理計画等に定める受援、支援計画を基に、区域内の関係者

間の受援・支援関係の調整を行う。地域ブロック間の連携についてはそれぞれの協

議の状況を踏まえて、環境省（本省）が受援・支援関係の調整を行う。 

 

③ 地域の特性を踏まえた被害の想定 

○ 地域ブロック協議会等での協議を行い、対象とする災害シナリオを設定する。シ

ナリオは必要に応じて複数の異なるシナリオを作成する。 

○ 対象とする災害シナリオに即した被害想定に基づき、災害廃棄物の発生量を推計
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 する。 

○ 推計発生量及び施設被害想定に基づいた既存施設の処理可能量を試算し、仮設処

理施設を設置しない場合、処理にどの程度の年数を要するかシミュレーションを行

う。 

○ 災害廃棄物の質の観点から、有害物質等により汚染された災害廃棄物の発生可能

性を地方自治体が検討できるよう、ＰＲＴＲ制度等を活用した情報収集を可能な限

り実施するとともに、民間事業者等から必要な情報を入手し整理する。 

 

④ 処理方針及び目標期間の設定 

 ○ 地域ブロック内で活用可能な既存施設（一般廃棄物処理施設、産業廃棄物処理施

設、リサイクル関連施設、セメント製造事業所等）とその処理可能量、耐震化等の

災害対応状況を整理した上で、災害時の活用方針を検討する。 

 ○ 地域ブロック内で確保可能な仮置場や仮設処理施設の候補地を踏まえ、災害時に

確保可能な広域的な仮置場の容量、仮設処理施設の処理能力を検討し、災害時の確

保方針を検討する。 

 ○ 災害時においても資源の有効活用の観点から、災害廃棄物を分別し再生利用を極

力実施するため、地域ブロックの域内で、災害廃棄物の処理の拠点や再生資材の利

用先の確保等を進める。その上で、円滑かつ迅速な災害廃棄物の処理のために最終

処分場が必要な災害廃棄物については、各地方自治体が平常時に搬入している最終

処分場の活用を検討し、不足する容量について地域ブロック単位でその最終処分場

の確保について協議する。 

 ○ 他の地域ブロックとの連携や、他の地域ブロックに対する支援方策についても方

針を検討しておく。 

 ○ 上記の方針を踏まえ広域的な各種の輸送ネットワークを含めた災害廃棄物の運搬

ルート・運搬手段等（陸路、鉄路、海路、車輛、船舶、積替等）の確保方針を検討

する。その際、運搬ルートとなる幹線道路の廃棄物撤去の役割分担について事前に

調整する必要がある。 

○ これらの検討を踏まえた上で、災害廃棄物の処理を復旧・復興の前提と位置付け、

あらゆる性状の災害廃棄物全体を同じ期間で処理するという目標ではなく、地域及

び災害廃棄物の特性に応じた柔軟な目標としての期間を設定する（腐敗性の廃棄物、

可燃性廃棄物は早期の処理、不燃性のコンクリートくず等については、復旧・復興

事業における再生資材の需要（内容や進捗等）に応じて柔軟に対応等）。発災後、国

が処理指針を策定した場合には、処理指針を踏まえて、目標期間を見直す。 

 

⑤ 地域ブロック内におけるネットワークの構築 

 ○ 地域ブロック協議会等を主体とし、地域の有識者や、一般廃棄物処理事業者団体、

産業廃棄物処理事業者団体や建設事業者団体、解体業者団体等の民間事業者団体と

連携したネットワークを構築するとともに、そのネットワークを強化する。 

 ○ 各関係者の役割と具体的な対応内容を明確にし、大規模災害発生時における活動

方針を策定しておくことが望ましい。
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 ○ 地域ブロック内におけるネットワークだけでは対応できない場合を想定して、

D.Waste-Netへの応援要請が必要となる事項を整理しておく。 

 

⑥ 地域ブロック内関係者の合同訓練、セミナーの実施 

 ○ 行動計画の段階的な充実を念頭に置いた合同訓練、セミナー等の年次計画を作成

する。 

 ○ 行動計画の実効性を高めるため合同訓練等を実施し、その結果の評価及び教訓化

に向けたフィードバックを行う。 

○ 地方環境事務所は、地域ブロック協議会等に参画する地方自治体等がそれぞれ実

効性のある防災訓練等を実施できるよう支援を行う。 

 

⑦ 地域ブロック内の関係者の対応状況の共有等 

○ 地方環境事務所は、地域ブロック内の地方自治体の災害廃棄物処理計画等の策定

状況や民間事業者等の BCP（事業継続計画）の策定状況を把握し、必要に応じて対

策の実施、強化を促す。 

○ 地域ブロック協議会において、既存施設リスト（災害廃棄物を受入れ可能な施設

のリスト、セメント等の製造事業者による協力の可能性等）、仮置場や仮設処理施設

の候補地リスト、災害協定等の締結状況、民間事業者からの有用情報等を共有し、

継続的な情報の更新を行う。 

 

⑧ 行動計画の点検・見直し 

○ 地方環境事務所は点検・見直しの基本的な考え方を整理しておく。 

○ 地域ブロック内の地方自治体や民間事業者は、合同訓練や災害対応経験を行動計

画にフィードバックし、記載内容の充実を図る。 
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第３章 地域の災害廃棄物関連計画等との連携 

 

① 地方自治体においては、通常規模の災害に備えて災害廃棄物処理計画等を策定して

おくとともに、大規模災害の発生に備えて、地域ブロック協議会等で策定された行動

計画に基づいて相互に連携・協力する。 

② 都道府県においては、大規模災害に備え、指針を踏まえて地域ブロックでの行動計

画や域内市町村が策定する災害廃棄物処理計画等との整合を図りながら、地域ブロッ

ク内で協力して処理を分担するため、他都道府県や関係事業者等との災害協定等を締

結することも視野に入れつつ、大規模災害時においても実効性のある災害廃棄物処理

計画等を平時に策定、あるいは策定済みの災害廃棄物処理計画等を見直す。 

③ 市町村においては、大規模災害に備え、都道府県の策定する災害廃棄物処理計画等

や地域ブロック単位での行動計画等との整合を図りながら、仮置場の選定や民間事業

者との災害協定等の締結を進め、大規模災害時の実効性のある災害廃棄物処理計画等

を平時に策定、あるいは策定済みの災害廃棄物処理計画等を見直す。 

④ 地方自治体における災害廃棄物処理計画等の策定状況を踏まえつつ、当該処理計画

等との整合が図られるよう、地域ブロックでの行動計画の見直しを適宜行う。 
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第１章 基本的な考え方 

 

① 大規模災害が発生し、災対法に基づき政府に「緊急災害対策本部｣が設置された場合

には、改正法により、環境大臣は災害を政令指定して、処理指針を策定することが必

要となる。 

 

② 国のリーダーシップを適切に発揮するためには、発災後、遅滞なく実効ある処理指

針を示すことが重要である。 

 

③ そのため、当該処理指針に盛り込むべき基本的な事項についてあらかじめ整理して

おくことが重要である。 

 

④ 発災後の処理指針は発災から概ね１ヵ月以内に策定することを目指し、そのため必

要な準備に万全を期す。 
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第２章 発災後の処理指針に盛り込む事項 

 

① 処理の推進体制 

【国の役割】 

○ 市町村又は地方自治法に基づき事務委託を受けた都道府県による災害廃棄物の処

理が適正かつ円滑・迅速に行われるよう、必要な財政措置、専門家の派遣、広域か

つ効率的な処理、再生資材利用促進等に向け、被災都道府県外の地方自治体や民間

事業者の廃棄物処理施設に係る情報提供等の支援を実施する。 

○ 政府の緊急災害対策本部等とも連携し、被災地方自治体からの支援のニーズと被

災しなかった又は被災の程度が軽かった地方自治体が実施可能な事項のマッチング

を行う。 

（国による代行処理） 

○ 地方自治体にて処理困難な場合には、災対法に基づく市町村からの要請を受けて、

代行の要否を確認（東日本大震災の教訓を十分に踏まえ、被災地域の主体的な処理

を支援するとの観点、及び国の直接的な関与により被災地域全体の処理期間が短縮

される等、より合理的な処理を実現できるかとの観点）した上で、国により代行処

理を行う。 

○ 国による代行処理の実施に当たっては、仮設処理施設の有効活用の観点から、国

設置の仮設処理施設においては代行処理の対象とする地方自治体以外から排出され

た災害廃棄物についても受入れ可能とすること、等を要件として求めることの検討

が必要である。 

【都道府県の役割】 

○ 平時に策定した災害廃棄物処理計画等や地域ブロックでの行動計画を踏まえつつ、

仮置場の設置や災害廃棄物の処理について、市町村等との総合調整を行い、具体的

な処理方法等を定めた災害廃棄物処理の実行計画を作成する。また、処理の進捗等

を踏まえ、必要に応じて実行計画の見直しを行う。 

○ 実行計画の作成に当たっては、必要に応じて有識者等の技術的支援を要請する。 

○ 都道府県は被災市町村からの支援要請を取りまとめ、相互(県下の被災市町村)調

整をした上で、地方環境事務所と連携して、自区地域ブロックや他地域ブロックに

要請する。 

（地方自治法に基づき、被災した市町村から事務委託を受けた場合） 

○ 地方自治法に基づき市町村に代わり都道府県が処理を実施する。 

【市町村の役割】 

○ 域内で発生する（災害廃棄物以外の）ごみやし尿といった一般廃棄物について処

理を行う。 

○ 平時に策定した災害廃棄物処理計画等を踏まえつつ、仮置場の設置や災害廃棄物

の処理について具体的な処理方法等を定めた災害廃棄物処理の実行計画を作成する。
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 その際、地域ブロックでの行動計画及び都道府県の災害廃棄物処理の実行計画との

整合性に留意する。 

  ○ 被害状況や災害廃棄物発生状況等を継続的に把握しつつ、都道府県と緊密に連携

し、災害廃棄物の円滑かつ迅速な処理に積極的に取り組む。 

○ 仮置場や仮設処理施設用地の選定、既存処理施設における災害廃棄物の受入れ（広

域的な処理を含む。）に係る住民との調整において、中心的な役割を担う。 

（他の地方自治体への「支援」） 

○ 被災しなかった又は被災の程度が軽度であった場合、被災地方自治体からの要請

に応じた広域的な処理の受入れを行うために住民等との調整等について主体的に取

り組む。 

（他の地方自治体等からの「受援」） 

○ 大規模災害時に、他の地方自治体から災害廃棄物処理に係る支援を受ける場合に

は、それらの地方自治体や応援要員等との連絡調整や情報共有等に係る受援体制を

確立する。 

【民間事業者の役割】 

○ 発生する災害廃棄物の多くは、一般廃棄物処理事業者に加え、産業廃棄物処理事

業者も地方自治体からの委託を受けて災害廃棄物処理に協力する。 

○ 建設事業者、解体業者等は、地方自治体からの委託を受けて災害廃棄物処理への

協力を行う。 

○ セメント製造事業者は、不燃物等のセメント製造への再生利用が有効であったこ

とを踏まえ、地方自治体からの委託を受けて災害廃棄物処理への協力を行う。 

○ 災害廃棄物処理の知見を有するコンサルタント事業者は、地方自治体による災害

廃棄物処理実行計画の策定支援や災害廃棄物処理の進捗管理の支援を行う。 

○ 交通インフラ事業者等は、被災時に大量の災害廃棄物を排出する可能性があるこ

とを踏まえ、地方自治体と連携しつつ、災害廃棄物の処理を実施する。 

 

② 発生量の推計 

○ 事前に整備しておいた地域ブロックの行動計画等を踏まえ、当該地域で生じた災

害廃棄物の性状及び種類の概要を把握する。 

○ 人工衛星や空撮等により被害の概況を把握し、災害廃棄物の発生量を必要な精度

で迅速に推計する。 

 ○ 新たな情報が得られた都度、推計精度の向上を図りつつ、発生量を見直す。 

 

③ 目標期間及び特例地域の設定 

○ 災害廃棄物の処理を復旧・復興の前提と位置付け、あらゆる性状の災害廃棄物全

体を同じ期間で処理するという目標ではなく、地域及び災害廃棄物の特性に応じた

柔軟な目標としての期間を設定する（腐敗性の廃棄物、可燃性廃棄物は早期の処理、

不燃性のコンクリートくず等については、復旧・復興事業における再生資材の需要

（内容や進捗等）に応じて柔軟に対応等）。 

○ 仮置場への移動期間や処理期間（中間処理・最終処分）を設定する。
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○ 災対法に基づき、廃棄物の処理及び委託等について特例的措置を適用する特例地

域を指定する。 

④ 災対法等に基づく特例的措置 

○ 東日本大震災時に適用した特例的措置を念頭に次の事項をあらかじめ検討し、想

定される具体的な内容を整理しておくことにより、発災後、②、③を踏まえ適用す

べき措置を決定し、例えば、以下のような項目を処理指針に記載する。 

・災対法に基づく災害廃棄物処理の特例的措置（災対法第 86条の５第５項：委託基

準に関する特例措置、第６項：業の許可に関する特例措置） 

・廃掃法に基づく災害廃棄物処理の特例的措置（廃掃法第９条の３の２：市町村に

よる災害廃棄物処理に係る一般廃棄物処理施設の届出の特例措置、第９条の３の

３：市町村から災害廃棄物処理の委託を受けた者による一般廃棄物処理施設の設

置に関する特例措置及び第 15条の２の５第２項：産業廃棄物処理施設において災

害廃棄物を処理する場合の手続の特例） 

・その他の特例的措置（家電リサイクル法や自動車リサイクル法等の各種リサイク

ル法等） 

・処理事業費の概算と特例的な財政支援 

 

⑤ 災害時におけるし尿、生活ごみの収集、処理体制の整備 

○ 生活環境の保全と公衆衛生の確保を図る観点から、発災後、初動時のし尿処理に

関して、被災者の生活に支障が生じないよう、市町村は、携帯トイレ・簡易トイレ

の用意、仮設トイレ・マンホールトイレ（災害時に下水道管路にあるマンホールの

上に設置するトイレ）の設置等、トイレの確保を行うとともに、トイレットペーパ

ーや簡易水洗のための洗浄水、手洗い水、手指消毒剤、消臭剤、脱臭剤等を確保す

る｡ また、仮設トイレのし尿の収集・運搬の方法、処理先、ルートを決定し、必要

な台数の車両・オペレータを確保する。なお、携帯トイレについては可燃ごみとな

るが、他の可燃ごみと分別して保管し、衛生対策を行うこと。 

○ 生活ごみの収集及び処理体制の整備について、自らの廃棄物処理施設が使用でき

なくなることを想定し、避難所等から排出される廃棄物の保管場所・方法、処理先、

収集運搬ルートを決定し、必要な台数の車両・オペレータを確保する。 

 

⑥ 種類別の処理方針等の決定 

○ 域内で発生した有害廃棄物（アスベスト、ＰＣＢ等）、危険物（消火器、高圧ボン

ベ等）、腐敗性廃棄物（水産物及びその加工品、食品等）、リサイクル対象物（家電、

自動車等）、処理困難物（大型廃棄物（船舶、冷凍倉庫、農機具等）、漁網等）につ

いて、その種類別の発生量、性状、有害性及び危険性等の情報を基に、適正処理確

保の観点から、種類別の処理方法や処理先、処理の優先順位等の処理方針を策定す

る。
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⑦ 処理フロー等の作成 

○ 域内で発生した災害廃棄物全体の処理フローを検討し、各主体の役割分担に基づ

き、被災現場から再生利用先や最終処分場までの一連の処理フローを作成する。 

○ 仮置場・仮設処理施設に係る技術的な情報を整理する（必要面積の算定方法、施

設の配置計画例、用地の造成、仮置場への搬入作業に必要な資機材の確保等）。 

○ 有害廃棄物、危険物等について民間事業者の協力を得るとともに、対応方針を整

理しておく。 

○ 思い出の品や貴重品の取扱について整理する。 

【収集・運搬】 

○ 道路啓開により道路際や空地等に集積された廃棄物を可能な限り分別した上で速

やかに一次仮置場へ運搬、撤去する。 

○ 損壊家屋の撤去等について、東日本大震災時の対応を踏まえ、所有者の意思確認

や作業のための私有地への立入りの連絡等を行い、適切に対応する。 

○ アスベストや有害物質を含む廃棄物、消火器や高圧ボンベ等の危険物、電気自動

車やソーラーパネル等の感電のおそれがある廃棄物に十分配慮しながら、撤去、収

集・運搬する。 

○ 金庫、思い出の品等が災害廃棄物に混在している可能性を踏まえ、特別な配慮が

必要なものについて別途の対応を検討、実施する。 

○ 警察と連携し円滑な災害廃棄物の輸送を検討する。 

【分別】 

○ 一次仮置場や二次仮置場に持ち込む前の段階など、処理の早い段階でできるだけ

分別を実施する。 

【仮置場】 

○ 平時に選定した仮置場の候補地（使用可能な国有地を含む）の情報、推計した災

害廃棄物発生量を基に、関係者との調整を行い、使用する仮置場を選定する。仮置

場として国有地を利用する場合、国が使用許可に必要な手続き等を周知する。 

○ 周辺環境の汚染防止の観点から、仮置場の設計・整備を行う。 

○ 混合状態で仮置場に搬入された場合、可能な限り分別を実施する。 

○ 環境保全対策、モニタリングを適宜実施する。 

○ 仮置場における火災対策を実施する。 

【中間処理】 

  ○ 再生利用に必要な性状を考慮して、仮置場で選別、あるいは混合状態で搬入され

る災害廃棄物の分別・選別を実施する。 

○ 選別に当たっては、後工程となる焼却処理や再生利用を効率的に行う観点から処

理方針を検討し、必要に応じて移動式の処理装置の活用や仮設の処理施設を設置し、

処理能力を確保する。 

  ○ 選別された可燃物について、既存の焼却処理施設を効果的に活用（広域処理の実

施も検討）するとともに、必要に応じ仮設の焼却炉を設置し、処理能力を確保する。

焼却灰の再生利用の可能性を検討する。 

○ 処理困難物について、受入れ先の調整を行う。
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【鉄道・船舶による広域輸送】 

○ 鉄道や船舶による広域輸送については、平時から構築してきた地域ブロックでの

連携・協力体制を活用し、各輸送手段の応急対応状況を勘案しつつ、②、③を踏ま

えた広域的な処理の必要性に基づき、関係府省庁及び関係機関との調整を行い、あ

らかじめ想定した輸送の核となる貨物駅や港までの輸送ルートを確保する。 

○ 輸送の各段階における災害廃棄物の仮置きについてルールを策定するとともに、

港湾管理者等の関係者の協力を得る。 

○ 輸送量に応じて、運搬等で必要となる燃料や資材、人員を確保する。 

【再生利用】 

○ 関係機関と協議しつつ、復興事業との連携を図る。 

○ 平時に整理された品質基準等を踏まえ、各種中間処理物の再生利用の積極的な実

施、再生利用先の確保を図る。焼却灰についても可能な範囲で再生利用を行う。 

【最終処分】 

○ 再生利用等によりできるだけ減量を図った上で、対象物の性状に応じた最終処分

を実施する。その際、各地方自治体が平常時に搬入している最終処分場、被災地域

内の最終処分場や被災都道府県の公共関与による最終処分場を最大限活用した上で、

最終処分容量が不足する場合は、広域処理を検討する。 

 

⑧ 処理全体の工程表の作成と処理の実施、進捗管理 

○ 上記①～⑦の検討を基に、処理の優先順位や目標期間を踏まえた処理全体の工程

表を策定する。 

  ○ 工程表に基づき、きめ細かな進捗管理を行い、自治体は適宜災害廃棄物処理実行

計画の改善を図りつつ処理を実施する。 

 

⑨ 情報発信 

○ 災害廃棄物対策に関する情報や処理の進捗状況を分かりやすく整理し、一元的な

情報発信を行う。 

 

⑩ 住民、被災者への対応 

○ 住民等への啓発・広報を積極的に行う。 

○ 災害廃棄物対策に関する相談窓口、コールセンター等を設置する。 

○ 思い出の品や貴重品について、警察等と連携し、適切に保管するとともに、被災

者に返還できるよう周知する。 
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用語集 ～大規模災害発生時における災害廃棄物対策行動指針で使われている用語～ 

 

用語 説明 掲載 

ﾍﾟｰｼﾞ 

災害協定 災害時の災害応急対策に関する人的・物的支援等のために、

国や地方自治体、関係機関、民間事業者等が相互に締結する

協定のことであり、主に支援の内容や災害時の調整方法、費

用負担の考え方等が記載されている。 

地方自治体間の災害協定の例： 

・全国都道府県における災害時の広域応援に関する協定 

・大都市災害時相互応援に関する協定（東京都＋政令市） 

4 

9 

13 

18 

19 

災害シナリオ 防災対策の立案・推進等のために被害想定を行う際に、その

前提となる災害事象のシナリオのこと。例えば、南海トラフ

巨大地震を対象として、地震や津波に伴う自然現象や被害様

相を記載したものである。また、防災対策の立案・推進等に

当たっては、必要に応じて複数の異なる災害シナリオを作成

することが重要である。 

16 

ジェネラリスト 災害廃棄物対策や防災対策等について幅広い知識を有する人

のことであり、災害廃棄物対策の推進に当たっては、災害廃

棄物処理に関する専門性を有する人材とともに、両者の育成

が重要となる。 

13 

処理指針 

（災害廃棄物処理

指針） 

発災時に環境省本省が災害対策基本法に基づいて作成する指

針であり、大規模災害発生時に、環境大臣において、災害廃

棄物処理の全体像（マスタープラン）をまとめたもの。 

3 

5 

6 

10 

17 

20 

21 

23 

BCP（事業継続計

画） 

大規模地震等の緊急事態に遭遇した場合でも、企業の被害を

最小限にとどめ、中核となる事業の継続又は早期復旧を図る

ために、企業が事前に作成する計画のこと。 

BCPの作成とともに、BCPや事業継続に関する取組を継続的に

改善するための仕組みである BCM（事業継続マネジメント」

の構築が重要である。 
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参考 用語集 ～大規模災害発生時における災害廃棄物対策行動指針で使われている用語～ 
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用語 説明 掲載 

ﾍﾟｰｼﾞ 

被害想定 防災対策の立案・推進等のために、特定の災害シナリオを対

象として、例えば、大規模地震が発生した場合の死者数、全

壊建物棟数、災害廃棄物の発生量等の推計や、災害廃棄物の

関連施設の被害の判定等を行うこと。 

4 

9 

10 

11 

16 

17 

ファシリテータ 協議会やセミナー等において、中立な立場から円滑な協議や

合意形成、相互理解等のための調整を行う役割、又は役割を

担う人のこと。 

9 

プラットフォーム 何かを行うための基礎・基盤となる機能や場所、集まり等の

こと。例えば、防災関係機関が連携促進等のために、平時に

情報・意見交換、合意形成、人材育成等を行うための会議体

もプラットフォームの一種である。 

9 

13 

要処理量 災害廃棄物等(災害廃棄物、津波堆積物)に関して、事前に想

定される量や災害時に発生する量のうち、生活環境保全や公

衆衛生等の理由から、焼却処理や埋立処分を必要とする量の

こと。 

11 
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第２章 脆弱性評価 

 

１ 評価の枠組み及び手順 

 

  平成 25 年 12 月 17 日に国土強靱化推進本部（以下「推進本部」という。）で決

定した「大規模自然災害等に対する脆弱性の評価の指針」に基づき、次の枠組み

及び手順により大規模自然災害等に対する脆弱性の評価（以下「脆弱性評価」と

いう。）を行った。 

 

（１）想定するリスク 

  国民生活・国民経済に影響を及ぼすリスクとしては、自然災害の他に、原子力

災害などの大規模事故やテロ等も含めたあらゆる事象が想定され得るが、南海ト

ラフ地震、首都直下地震等が遠くない将来に発生する可能性があると予測されて

いること、大規模自然災害は一度発生すれば、国土の広域な範囲に甚大な被害を

もたらすものとなることから、本計画においては、当面大規模自然災害を想定し

た評価を実施した。 

 

（２）施策分野 

  脆弱性評価は、国土強靱化に関する施策の分野ごとに行うこととされており

（基本法第 17 条第４項）、施策分野を、個別施策分野として、行政機能／警察・

消防等、住宅・都市、保健医療・福祉、エネルギー、金融、情報通信、産業構造、

交通・物流、農林水産、国土保全、環境、土地利用（国土利用）の 12 分野とす

るとともに、横断的分野として、リスクコミュニケーション、老朽化対策、研究

開発の３分野とした。 

 

（３）目標と起きてはならない最悪の事態 

  脆弱性評価は、起きてはならない最悪の事態を想定した上で行うこととしてい

る（基本法第 17 条第３項）。起きてはならない最悪の事態に関しては、８つの

「事前に備えるべき目標」と、その妨げとなるものとして 45 の「起きてはなら
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ない最悪の事態」を以下のとおり設定した。 

 

 起きてはならない最悪の事態 

基本目標 事前に備えるべき目標 起きてはならない最悪の事態 

Ⅰ．人命の

保護が最大

限図られる 

 

Ⅱ．国家及

び社会の重

要な機能が

致命的な障

害を受けず

維持される 

 

Ⅲ．国民の

財産及び公

共施設に係

る被害の最

小化 

 

Ⅳ．迅速な

復旧復興 

1 

大規模自然災害が発生したと

きでも人命の保護が最大限図

られる 

1-1
大都市での建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊や住宅密集地におけ

る火災による死傷者の発生 

1-2 不特定多数が集まる施設の倒壊・火災 

1-3 広域にわたる大規模津波等による多数の死者の発生 

1-4 異常気象等による広域かつ長期的な市街地等の浸水 

1-5
大規模な火山噴火・土砂災害（深層崩壊）等による多数の死傷者の発生

のみならず、後年度にわたり国土の脆弱性が高まる事態 

1-6 情報伝達の不備等による避難行動の遅れ等で多数の死傷者の発生 

2 

大規模自然災害発生直後から

救助・救急、医療活動等が迅

速に行われる（それがなされ

ない場合の必要な対応を含

む） 

2-1 被災地での食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の長期停止 

2-2 多数かつ長期にわたる孤立集落等の同時発生 

2-3
自衛隊、警察、消防、海保等の被災等による救助・救急活動等の絶対的

不足 

2-4 救助・救急、医療活動のためのエネルギー供給の長期途絶 

2-5 想定を超える大量かつ長期の帰宅困難者への水・食糧等の供給不足 

2-6
医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶による医療

機能の麻痺 

2-7 被災地における疫病・感染症等の大規模発生 

3 

大規模自然災害発生直後から

必要不可欠な行政機能は確保

する 

3-1
矯正施設からの被収容者の逃亡、被災による現地の警察機能の大幅な低

下による治安の悪化 

3-2 信号機の全面停止等による重大交通事故の多発 

3-3 首都圏での中央官庁機能の機能不全 

3-4 地方行政機関の職員・施設等の被災による機能の大幅な低下 

4 

大規模自然災害発生直後から

必要不可欠な情報通信機能は

確保する 

4-1 電力供給停止等による情報通信の麻痺・長期停止 

4-2 郵便事業の長期停止による種々の重要な郵便物が送達できない事態 

4-3
テレビ・ラジオ放送の中断等により災害情報が必要な者に伝達できない

事態 

5 

大規模自然災害発生後であっ

ても、経済活動（サプライチ

ェーンを含む）を機能不全に

陥らせない 

5-1
サプライチェーンの寸断等による企業の生産力低下による国際競争力の

低下 

5-2 社会経済活動、サプライチェーンの維持に必要なエネルギー供給の停止

5-3 コンビナート・重要な産業施設の損壊、火災、爆発等 

5-4 海上輸送の機能の停止による海外貿易への甚大な影響 

5-5
太平洋ベルト地帯の幹線が分断する等、基幹的陸上海上交通ネットワー

クの機能停止 

5-6 複数空港の同時被災 

5-7 金融サービス等の機能停止により商取引に甚大な影響が発生する事態 

5-8 食料等の安定供給の停滞 

6 

大規模自然災害発生後であっ

ても、生活・経済活動に必要

最低限の電気、ガス、上下水

道、燃料、交通ネットワーク

等を確保するとともに、これ

らの早期復旧を図る 

6-1
電力供給ネットワーク（発変電所、送配電設備）や石油・LP ガスサプラ

イチェーンの機能の停止 

6-2 上水道等の長期間にわたる供給停止 

6-3 汚水処理施設等の長期間にわたる機能停止 

6-4 地域交通ネットワークが分断する事態 

6-5 異常渇水等により用水の供給の途絶 

7 
制御不能な二次災害を発生さ

せない 

7-1 市街地での大規模火災の発生 

7-2 海上・臨海部の広域複合災害の発生 

7-3 沿線・沿道の建物倒壊による直接的な被害及び交通麻痺 

7-4
ため池、ダム、防災施設、天然ダム等の損壊・機能不全による二次災害

の発生 

7-5 有害物質の大規模拡散・流出 

7-6 農地・森林等の荒廃による被害の拡大 

7-7 風評被害等による国家経済等への甚大な影響 

8 

大規模自然災害発生後であっ

ても、地域社会・経済が迅速

に再建・回復できる条件を整

備する 

8-1
大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復旧・復興が大幅に遅れ

る事態 

8-2

道路啓開等の復旧・復興を担う人材等（専門家、コーディネーター、労

働者、地域に精通した技術者等）の不足により復旧・復興が大幅に遅れ

る事態 

8-3
地域コミュニティの崩壊、治安の悪化等により復旧・復興が大幅に遅れ

る事態 

8-4 新幹線等の基幹インフラの損壊により復旧・復興が大幅に遅れる事態 

8-5
広域地盤沈下等による広域・長期にわたる浸水被害の発生により復旧・

復興が大幅に遅れる事態 
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 以下、「国土強靱化アクションプラン 2015」から関連箇所を抜粋 

 

『第３章 各プログラムの推進計画等』の抜粋（P30～31） 

 

８．大規模自然災害発生後であっても、地域社会・経済が迅速に再建・回復できる条件を

整備する 

 

8-1）大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復旧・復興が大幅に遅れる事態 

 

○ 災害廃棄物を仮置きするためのストックヤードの確保に向けた検討を促進する。 

○ ごみ焼却施設について、自家発電設備の設置等を促進する。 

○ 災害廃棄物対策指針の周知に取り組むとともに、災害時における有害廃棄物対策や防

災訓練・防災教育を含めた災害廃棄物処理計画の策定を促進する。また、計画の実効性

を高めるための取組を推進する。 

○ 災害廃棄物の他地方公共団体の受入協力と合わせ、貨物鉄道及び海上輸送の大量輸送

特性を活かした災害廃棄物輸送の実施について検討する。 

（重要業績指標） 

【環境】ストックヤード整備率 46％（H22）→42％（H26）→70％［H30］ 

【環境】ごみ焼却施設における災害時自立稼働率 27％（H25）→27％（H26）→50％ 

 ［H30］ 

【環境】災害廃棄物処理計画の策定率（市町村） 8％（H22）→9％（H26）→60％［H30］ 

【環境】廃棄物処理技術と教育・訓練プログラムの開発（市町村） 2％（H25）→4％ 

 （H26）→60％［H30］ 

【環境】有害物質把握実施率 21％（H22）→23％（H26）→100％［H30］ 

 

 

 

『第４章 プログラム推進のための主要施策』の抜粋（P44～45） 

 

８．交通・物流 

（交通ネットワークの強靱化の推進） 

○ 緊急支援物資輸送に効果的な貨物鉄道の早期復旧に向け、BCP の策定や深度化を促進

する。また、貨物鉄道の大量輸送特性を活かし、震災等で発生する大量の災害廃棄物を

輸送するための取組を推進する。【国土交通省】 

○ 災害発生時において船舶に必要な情報の把握、伝達、提供を迅速確実に実施するため、

海上交通センター及び各港内交通管制室を一元化し、海難発生の極小化、海上輸送機能

の確保及びサプライチェーンの寸断の防止を図る。また、海上輸送の大量輸送特性を活

かした災害廃棄物輸送の実施について検討する。【国土交通省】  



『第４章 プログラム推進のための主要施策』の抜粋（P50～51） 

 

11．環境 

（自然生態系を活用した防災・減災の推進） 

 

（災害廃棄物・災害時の汚水の適正処理等に向けた体制の構築） 

○ 災害廃棄物対策指針等に基づき、地方公共団体による災害廃棄物処理計画の策定を支

援する。災害が発生した際には、災害廃棄物処理実行計画の策定を促す。【環境省】 

○ 災害廃棄物処理計画が災害時に有効に活用されるよう、地方公共団体において平常時

から職員への周知に努めるとともに、教育・訓練の継続的な実施及び連携・協力体制の

構築等を促す。【環境省】 

○ 市町村が整備する一般廃棄物処理施設に対する交付金等の支援措置により、災害によ

る施設の長期にわたる機能停止を回避するとともに、災害時において迅速な復旧・復興

を可能とする体制を構築し、地域住民の安全・安心を確保する。【環境省】 

○ 大量に発生する災害廃棄物を円滑かつ迅速に処理するため、地方公共団体等による災

害廃棄物の仮置場や仮設処理施設の設置用地、再資源化物等のストックヤード等の事前

確保（候補地の選定等）を推進する。【環境省】 

○ 災害復旧に対応した浄化槽台帳システムの整備を促進するとともに、災害対応に関す

る運用の手引きやマニュアルの整備・見直し等による浄化槽システム全体の災害対応力

を強化する。【環境省】 

○ 浄化槽の普及を促進し、大規模災害発生時の住民生活の質を守りつつ、し尿、生活雑

排水処理システムの強靱化を進める。【環境省】 

 

（有害物質の排出・流出時における監視・拡散防止策の強化） 

○ 自治体環境部局における化学物質に係る事故対応マニュアル策定の手引きに基づき、

地方公共団体の事故対応マニュアル策定を支援する。【環境省】 

○ 大規模地震の発生が懸念される地域の管理義務者不存在の鉱山集積場（鉱山で金属を

採取した後に発生する重金属を含む残渣を集積処分する場所）について、技術指針に基

づく適合性調査の結果を踏まえ耐震性に問題のある集積場の対策を進める。【経済産業省】 

 

  



『（別紙１）プログラム及びプログラム共通的事項ごとの進捗状況』の抜粋（P66） 

 

（別紙１）プログラム及びプログラム共通的事項ごとの進捗状況 

 

【個別プログラム】 

8-1）大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復旧・復興が大幅に遅れる事態 

○ 災害廃棄物を仮置きするためのストックヤードの候補地が十分検討されておらず、現在、大規模災

害発生に備え、行動指針の策定を進めている。 

○ ごみ焼却施設について、自家発電設備の設置等を促進している。 

○ 災害廃棄物対策指針を策定し、災害時における有害廃棄物対策や防災訓練・防災教育を含めた災害

廃棄物処理計画の策定を促進しているが、教育・訓練の実施率向上が課題である。 

○ 災害廃棄物輸送に資する鉄道輸送施設に対する無利子貸付支援等の対策を実施したが、災害廃棄物

の他地方公共団体の受入協力が課題となる。 

（重要業績指標） 

【環境】ストックヤード整備率 46％（H22）→42％（H26）→70％［H30］ 

【環境】ごみ焼却施設における災害時自立稼働率 27％（H25）→27％（H26）→50％［H30］ 

【環境】災害廃棄物処理計画の策定率（市町村） 8％（H22）→9％（H26）→60％［H30］ 

【環境】廃棄物処理技術と教育・訓練プログラムの開発（市町村） 2％（H25）→4％（H26）→60％ 

 ［H30］ 

【環境】有害物質把握実施率 21％（H22）→23％（H26）→100％［H30］ 
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 以下、関連箇所を抜粋 

 

『７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ず

べき措置』の抜粋（P53～54） 

 

（２）膨大な人的・物的被害への対応 

 

 ③円滑かつ迅速な災害応急対策、災害復旧・復興への備え 

 
 シ 円滑な復旧・復興に向けた取組 

円滑な復旧・復興のためには、膨大な量の災害廃棄物等の仮置場、災害廃棄物等

を処理する施設や仮設住宅設置のための用地等を適切に確保する必要がある。この

ため、広域的な処理体制の構築や事前計画の策定等、国〔内閣府、環境省等〕、都

県及び市町村は、広域的な連携を含めた円滑な復旧・復興体制の確保に努める。ま

た、国〔国土交通省〕は、交通インフラの復旧に当たり、道路・空港・港湾・鉄道

等の各施設の復旧に当たっての全体調整が行える体制を構築する。さらに、復旧・

復興のための資機材の備蓄や支援部隊等の活動拠点の確保を進める。 

また、円滑な復興を進めるためには、地域において、当該地域の目指すべき姿を

共有し、長期的な視点も含めて災害に強いまちづくりを進めることが必要である。

大規模災害からの復興に関する法律の施行を踏まえ、国〔内閣府〕は、被災地方公

共団体が復興計画を作成するための指針となるマニュアルの整備等により、市町村

が、被災を想定した関係者間の合意形成の進め方等、復興プロセスをあらかじめ検

討し、住民等と共有を図ることを促進する。さらに、国〔国土交通省〕、都県及び

市町村は、円滑に復興まちづくりが進められるよう、災害危険性の高い地域におい

て地籍調査の実施等を促進する。 

 

 【目標】 

  災害廃棄物対策【環境省】 

  ・地震時の災害廃棄物処理の迅速化を図る。 

 【具体目標】 

  ・災害廃棄物処理計画の策定率を100％（１都３県の全市町村）に近づけることを

目指す。（平成26年 42％（１都３県の全市町村）） 
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 以下、関連箇所を抜粋 

 

 

『第３章 南海トラフ地震に係る地震防災対策の基本的な施策』の抜粋（P25） 

 

第４節 災害発生時の対応に係る事前の備え 

13 災害廃棄物等の処理対策 

○ 地方公共団体は、あらかじめ災害廃棄物等の仮置き場としても利用可能な空地をリ

スト化し、随時、情報を更新すること等により、仮置き場の候補となる場所、必要

な箇所数を把握しておくとともに、国の協力の、リサイクル対策から最終処分に至

るまでの災害廃棄物等の処理計画を策定する。 

【目標】 

 ①災害廃棄物対策【環境省】 

 ・ 地震時の災害廃棄物処理の迅速化を図る。 

【具体目標】 

 ・ 災害廃棄物処理計画の策定率80％（全国の全市町村）を目指す。（平成22年８％（全

国の全市町村）） 
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大規模災害発生時における災害廃棄物対策検討会の概要（平成 27年度） 

 大規模災害発生に備えて、廃棄物処理システムの強靭化に関する総合的な対策を検討。 

 大規模災害発生時の災害廃棄物の発生量、既存の廃棄物処理施設の処理能力・処理可 

能量などを試算等、災害廃棄物の処理に必要な対応の方向性を検討。 

○ 「巨大災害発生時における災害廃棄物対策のグランドデザインについて」（中間とりまとめ）

のとりまとめ（H26年 3月） 

○ 「巨大災害発生時における災害廃棄物に係る対策スキームについて」のとりまとめ 

（H27年 2月） 
 

【技術的課題への対応】 

○ 東日本大震災における災害廃棄物処理のアーカイブの作成 

○ 災害廃棄物発生量の推計方法の確立 

○ 災害廃棄物処理のための既存施設の能力(余力)の試算 

○ 仮設処理施設に係る処理フローの分析と必要な機材の整理 等 

（参考）H26年度までの検討で得られた成果 

① 大規模災害発生時における災害廃棄物対策行動指針案の作成 

② 災害廃棄物について、廃棄物処理法に基づく廃棄物処理基本方針に盛り込む事項の整理 

③ 災害廃棄物対策協力ネットワーク（仮称）のあり方、その実現方策等の検討 

④ 災害時の廃棄物処理を見据えた地域間協調のあり方の検討 

⑤ その他災害廃棄物処理システムや技術等に関する事項（首都直下地震を想定した災害廃

棄物処理フロー、仮置場、廃棄物の輸送方法の検討等） 

【H27年度の検討事項】 

【目 的】 

平成 27年度委員名簿 （五十音順、敬称略） 
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環 廃 対 発 第 15080 6 2 号 

環 廃 産 発 第 15080 6 1 号 

平成 27 年 8 月 6 日 

 

都道府県・政令市廃棄物主管部（局）長 殿 

 

 

 

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部  

廃棄物対策課長   

 

 

 

産業廃棄物課長 

 

 

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び災害対策基本法の一部を 

改正する法律等の施行について（通知） 

 

 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び災害対策基本法の一部を改正する法律（平成 27

年法律第 58 号）、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令（平成

27 年政令第 275 号）及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省

令（平成 27 年環境省令第 27 号）の施行については、平成 27 年８月６日付け府政防発第 581

号・消防災発第 109 号・環廃対発第 1508061 号により内閣府政策統括官（防災担当）、消防

庁次長及び環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長から通知されたところである。 

改正内容の実施に当たっては、下記の事項に留意の上、その運用に当たり遺漏なきを期す

るとともに、都道府県におかれては、貴管内市町村等に対して周知願いたい。 

なお、本通知は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の４第１項の規定に基づ

く技術的助言であることを申し添える。 

 

記 

 

第一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の改正 

１ 都道府県廃棄物処理計画に規定する事項の追加 

過去の災害では、事前の備えを行っていなかった自治体において、災害により生じた廃

棄物（以下「災害廃棄物」という。）の処理に混乱がみられたことから、環境大臣が定め

参考資料8

2
写
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長方形
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る廃棄物の排出の抑制、再生利用等による廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施

策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針（以下「基本方針」という。）や

都道府県が定める、基本方針に即した当該都道府県の区域内における廃棄物の減量その他

その適正な処理に関する計画（以下「都道府県廃棄物処理計画」という。）について、非

常災害時についての事項を追加することとした。これに伴い、都道府県廃棄物処理計画の

策定に当たって従うべき基準として、新たに以下の事項を廃棄物の処理及び清掃に関する

法律施行規則（昭和 46 年厚生省令第 35 号。以下「規則」という。）に規定した。 
① 非常災害時においても廃棄物の減量その他その適正な処理を確保し、生活環境の保

全及び公衆衛生上の支障を防止するための措置に関する事項 
（例えば、災害廃棄物の仮置場の設置、収集、運搬、処分及び再生に関することを想

定。） 
② 非常災害時においても一般廃棄物の適正な処理を確保するために必要な体制に関

する事項 
 （例えば、災害協定のような地方自治体間や地方自治体と事業者間の連携・協力に関

すること、市町村で災害廃棄物の処理に著しい支障が生じた場合における、地方自治

法に基づく当該処理の全部又は一部の都道府県への事務委託に関することを想定。） 
③ 産業廃棄物処理施設の整備に際し非常災害に備え配慮すべき事項 
 （例えば、非常災害時に産業廃棄物処理施設において災害廃棄物の処理を行うことを

想定した施設の処理余力の把握や施設情報の市町村との共有に関することを想定。） 
今般の改正に基づき都道府県廃棄物処理計画を変更するに当たっては、廃棄物処理施設

整備計画（平成 25 年５月 31 日閣議決定）及び国土強靱化基本計画（平成 26 年６月３日閣

議決定）の趣旨はもとより、災害廃棄物対策指針（平成 26 年３月 28 日環境省大臣官房廃

棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課）を踏まえながら、災害対策基本法に基づいて策定

される地域防災計画その他その都道府県において既に策定された防災に関する指針・計画

等と整合を取りつつ、各地域の実情に応じて必要な事項を定められたい。 
あわせて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号。以下「廃棄物

処理法」という。）第４条の２に定める、非常災害時における国、都道府県、市町村、事業

者等の関係者の適切な役割分担と相互の連携・協力については、都道府県廃棄物処理計画

はもとより、災害廃棄物対策指針及び今後環境省において策定する「大規模災害発生時に

おける災害廃棄物対策行動指針」の内容を踏まえ、全国８箇所に設置した地域ブロック協

議会又は連絡会を活用し、各ブロックの行動計画として取りまとめ、実施することを通じ

て、実現を図られたい。 
 

２ 市町村による非常災害に係る一般廃棄物処理施設の届出の特例 

   非常災害時に市町村が設置する一般廃棄物処理施設について、あらかじめ都道府県知事  

に協議をしようとするときは、 

  ① 一般廃棄物処理施設を設置することが見込まれる場所 

② 一般廃棄物処理施設の種類 
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③ 一般廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の種類 

④ 一般廃棄物処理施設の処理能力 

⑤ 一般廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画 

⑥ 一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画 

を記載した協議書を都道府県知事に提出することとした（規則第５条の 10 の３）。 

市町村が、都道府県知事からあらかじめ同意を得ることによる効果は、非常災害時に設

置する事前協議を経た一般廃棄物処理施設について、都道府県知事による技術上の基準に

適合するか否かの審査に要する期間（廃棄物処理法第９条の３第３項）を省略することに

ある。 

このため、本特例が適用されるのは、非常災害時に市町村が設置する一般廃棄物処理施

設が、都道府県知事が同意した施設と同一の場合に限られるのであり、同意を得た内容に

変更を加える必要が生じた場合にあっては、市町村は、都道府県知事に対し、当該変更が

生じる部分について、必要な書類を添えて再度協議し、同意を得る必要がある。 

また、あらかじめ都道府県知事の同意を得ていた一般廃棄物処理施設を非常災害時に設

置しようとするとき、当該市町村は、都道府県知事に対し、廃棄物処理法第９条の３第１

項に基づく届出をすることとなる。この場合において、市町村が実施する当該一般廃棄物

処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査（以下「生活

環境影響調査」という。）の結果を記載した書類を公衆の縦覧に供する手続及び当該一般

廃棄物処理施設の設置に関して利害関係を有する者に対して生活環境保全上の見地から

の意見書提出の機会を付与する手続に関し条例で定める事項は、平時に市町村が届出によ

り一般廃棄物処理施設を設置するときの事項と同様のものとすることとした。 

本特例に係る条例の制定に当たっては、今般の改正の趣旨を踏まえ、生活環境影響調査

の結果を公衆の縦覧に供する場所の変更や期間の短縮等、非常災害の状況に応じて平時に

おける一般廃棄物処理施設の設置の手続を一部簡素化することが考えられる。また、生活

環境影響調査の実施における項目の選定や内容、期間などについても、災害の程度を踏ま

えた上で、円滑かつ迅速な災害廃棄物処理を実施するという観点からの対応が考えられる。 

 

３ 市町村から非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者による非常災害に係

る一般廃棄物処理施設の設置の特例の適用 

本特例は、非常災害が発生し、既設の廃棄物処理施設の活用又は通常の手続に基づく一

般廃棄物処理施設の設置によっては円滑かつ迅速な処理が困難と認められる場合、市町村

が、一般廃棄物処理施設の設置まで含めた廃棄物処理に係る業務を民間事業者等に委託し、

当該民間事業者等による届出を都道府県知事が受理することにより適用を受けることと

なる。個々の災害が本規定の特例措置等の対象となる「非常災害」に該当するかについて

は、市町村又は都道府県が判断することとなる。 

本規定に基づき一般廃棄物処理施設の設置を都道府県知事へ届け出る者は、通常、許可

申請書に記載する事項を記載した書類と併せて、生活環境影響調査の結果を記載した書類

を提出する必要がある（廃棄物処理法第９条の３の３第１項及び規則第５条の 10 の４）。
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届出に先立ち、当該届出をしようとする者は、生活環境影響調査の結果を記載した書類を

公衆の縦覧に供さなければならないこととするとともに、当該施設の設置に関する利害関

係者に対し、当該届出をしようとする者に対する生活環境保全上の見地からの意見書の提

出の機会を付与することとした（廃棄物処理法第９条の３の３第２項）。当該手続に関し、

条例で定める事項としては、公衆の縦覧に係るものとして、対象となる一般廃棄物処理施

設の種類、書類の縦覧の場所及び期間その他必要な事項を、意見書の提出に係るものとし

て、意見書の提出先及び提出期限をそれぞれ定めた（廃棄物の処理及び清掃に関する法律

施行令（昭和 46 年政令 300 号。以下「令」という。）第５条の６の２）。同条例の制定に

当たっても、２に記載した条例と同様の趣旨で、非常災害の状況に応じて、常設の一般廃

棄物処理施設を設置する際に適用している内容を一部簡素化することが考えられる。 

都道府県知事への届出がなされた後、当該届出に係る施設（以下「届出施設」という。）

の設置に至るまでの手続、当該届出施設を設置した者（以下「届出施設設置者」という。）

が設置後に負う維持管理に係る責務、届出施設が技術上の基準等に適合しない場合におけ

る都道府県知事からの改善命令及び使用停止命令、届出施設の変更に係る手続並びに都道

府県知事が行う処分に関する環境大臣の指示については、市町村が一般廃棄物処理施設を

設置する場合に準じることとした（廃棄物処理法第９条の３の３第３項）。 

届出施設設置者は、一般廃棄物処理施設の設置者として、廃棄物処理法第８条第１項の

許可を受けた者等と同様に、届出施設に係る周辺地域の生活環境の保全及び増進に配慮す

る必要がある（廃棄物処理法第９条の４）。また、届出施設の供用開始後、運転状況の適

切な記録及び情報の開示のため、維持管理の状況に関する情報及びその公表、記録の閲覧

並びに記録する事項についても、通常の一般廃棄物処理施設と同様の措置をとる必要があ

る（規則第５条の 10 の５から第５条の 10 の８まで）。 

届出施設設置者について、①当該届出施設設置者が法人であるとき、当該法人の合併又

は分割があった場合に、当該合併又は分割について都道府県知事による認可を受けたとき

は、合併後存続する法人若しくは合併により成立された法人又は分割により当該一般廃棄

物処理施設を承継した法人が、②当該届出施設設置者の相続があったときは相続人が、そ

れぞれその地位を承継することとなる（廃棄物処理法第９条の６第１項及び第９条の７第

１項）。なお、届出施設設置者の地位を承継した相続人は、相続の日から 30 日以内に、そ

の旨を都道府県知事に届け出る必要がある（廃棄物処理法第９条の７第２項）。 

本規定の適用による一般廃棄物処理施設の設置若しくは設置後の施設の変更に関して

都道府県知事への届出を怠ったり、虚偽の届出を行ったりした場合、又は当該施設に係る

都道府県知事からの計画変更命令、廃止命令、改善命令、若しくは使用停止命令に違反し

た場合には、６月以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処することとした（廃棄物処理法

第 29 条第１号及び第 13 号）。 

本特例は、市町村からの委託を受けて非常災害により生じた廃棄物を処理するための一

般廃棄物処理施設の設置に係る特例であることから、当該廃棄物の処理終了後に、常設施

設として当該施設において平時の一般廃棄物を処理しようとする場合には、別途廃棄物処

理法第８条に基づく一般廃棄物処理施設の設置許可が必要である。 
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４ 産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例におけ

る非常災害のために必要な応急措置に係る規定の追加 

  平時においては、一般廃棄物を既設産業廃棄物処理施設において処理するときは、都道

府県知事に事前に届け出ることとされている。 
今般、非常災害により生じた廃棄物の適正な処理を確保しつつ、円滑かつ迅速に処理す

るための必要な応急措置として、産業廃棄物処理施設の設置者は、当該施設において処理

する産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物を処理する場合には、事後の届出でその

処理施設を当該一般廃棄物を処理する一般廃棄物処理施設として設置できることとした

（廃棄物処理法第 15 条の２の５第２項）。 
本規定は、被災地域の地方自治体において平時のような事務処理が困難となる場合が想

定されることを鑑み、生活環境の保全上支障を防止するため等、特に早急に処理が必要な

非常災害により生じた廃棄物について、被災地域に既に設置されている産業廃棄物処理施

設を迅速に活用するため、設けたものである。 
他方、被災地域外の都道府県における産業廃棄物処理施設において当該廃棄物を処理し

ようとする場合においては、不適正な処理を未然に防止する観点から、当該処理を行おう

とする者に対し、通常と同様に事前に届け出るよう周知を図られたい。 
 
５ 非常災害時における一般廃棄物の収集、運搬、処分等の委託の基準等の改正 

  非常災害が発生した場合、平時において市町村が処理している日常生活に伴って生じた

ごみやし尿、事業系一般廃棄物とはその質、量ともに異なる廃棄物が発生し、被災市町村

が当該廃棄物の処理体制を十分に確保できない場合が生じるおそれがあることから、市町

村が非常災害により生じた廃棄物の処理を委託する場合について、これまで一律に認めて

いなかった一般廃棄物の処理の再委託を可能とすることとした。 

ただし、一般廃棄物の収集、運搬、処分等の再委託が可能となるのは、非常災害により

生じた廃棄物の処理に限られ、平時においては、引き続き再委託が禁止であることに変更

はない。また、個々の災害が、再委託が適用される「非常災害」に該当するか否かについ

ては、処理責任を有する市町村により判断されることになり、市町村が当該災害により生

じた廃棄物について、通常の委託基準にのっとった処理が困難であり、再委託を適用する

ことにより円滑かつ迅速な処理が期待できると判断した場合において適用されるもので

ある。 

具体的には、市町村は、非常災害時において環境省令で定める基準（以下「再委託基準」

という。）に従って他人に委託して受託業務を実施する者に対しても、処理を委託できるこ

ととした（令第４条第３号）。あわせて、同号の規定の適用により、非常災害時に市町村か

ら一般廃棄物の処理の委託を受けた者の委託を受けて当該一般廃棄物の処理を業として行

う者については、法第７条第１項又は第６項の一般廃棄物処理業の許可を受けることを要

しないこととした（規則第２条第１号及び第２条の３第１号）。 

受託者は、受託業務を他人に再委託して実施することが想定されている場合であっても、
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受託業務のうち再委託しようとする部分も含め、受託業務全体の実施に関し相当の経験を

有することが必要となる（令第４条第１号）。この場合の「相当の経験」については、例え

ば、受託業務に係る廃棄物と類似の性状を有する廃棄物の処理を自ら又は他人に委託して

適正に実施した経験等があれば足りる。また、受託者が法人の場合、役員、従業員等で実

際に受託業務に携わる者に相当の経験を有する者があれば足り、法人として受託業務と類

似する業務を行った経験があること等は必ずしも要しない。 

受託者が受託業務を他人に再委託して実施することが想定されている場合において、受

託業務に係る一般廃棄物の処分又は再生の場所が当該処分又は再生を委託した市町村以外

の市町村の区域内にあるときは、当該処分又は再生を委託した市町村は、受託者のみなら

ず再受託者の氏名又は名称等についても、当該処分又は再生の場所がその区域内に含まれ

る市町村に対し通知することが必要となる（令第４条第９号イ）。 

 再委託基準としては、以下の事項を規定した（規則第１条の７の６）。 

① 日常生活に伴って生じたごみ、し尿その他の一般廃棄物の収集、運搬、処分又再 

生を委託しないこと。 

（再委託により処理を行うこととなる廃棄物は、非常災害により発生し、特に処理が

必要となった廃棄物である。他方、平時における処理体制を活用することにより対応

が可能と考えられる、日常生活に伴って生じたごみ、し尿その他の一般廃棄物や、平

時においても排出されると考えられる事業系一般廃棄物の処理については、再委託の

規定を適用する対象とはならない。） 

② 受託者が市町村からの受託業務を委託する者（以下「再受託者」という。）が次の 

いずれにも該当すること。 

（イ） 当該受託者から委託を受ける業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的

基礎を有し、かつ、当該業務の実施に関し相当の経験を有すること。 

（なお、受託者が受託業務を他人に再委託して実施することが想定されている場

合、当該受託者は、受託業務のうち再受託者に対し再委託しようとする部分につ

いては、それを遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有することを要し

ない。） 

（ロ） 廃棄物処理法第７条第５項第４号イからヌまで（いわゆる欠格要件）のいず

れにも該当しないこと。 

（ハ） 自ら当該受託者から委託を受ける業務を実施すること。 

（再受託者が受託業務を更に他人に委託すること（再々委託）を禁止するもので

ある。） 

（ニ） 市町村と当該受託者との間の委託契約（以下「一次委託契約」という。）に係

る契約書（以下「一次委託契約書」という。）に、当該受託者が一般廃棄物の収集、

運搬、処分又は再生を委託しようとする者として記載されていること。 

  （一次委託契約書において、再受託者となることが想定される者を全て記載する

ことで、市町村が再受託者を確実に把握することを旨とするものである。） 

   ③ 再受託者に委託する業務に係る委託料が当該業務を遂行するに足りる額であるこ 
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と。 

   ④ 一般廃棄物の収集とこれに係る手数料の徴収を併せて委託するときは、一般廃棄 

物の収集業務に直接従事する者がその収集に係る手数料を徴収しないようにする 

こと。 

   ⑤ 当該委託に係る一般廃棄物の適正な処理が確保されるよう、再受託者に対する必 

要かつ適切な監督を行うこと。 

受託者が再受託者に対し受託業務を再委託した後、当該再受託者が業務を遂行するに足

りる施設、人員及び財政的基礎を有しなくなったり、いわゆる欠格要件に該当したりする

場合、受託者が一次委託契約書に記載されていない者に受託業務の再委託を行った場合、

再受託者が受託者から委託を受けた業務の再々委託を行った場合等は、受託者は再委託基

準に違反し、令第４条第３号に該当しないこととなる。この場合、一般廃棄物の統括的な

処理責任を有する市町村は、当該受託者に対し、再委託基準に従うよう適切に指導等を行

うとともに、指導等の後も改善が見られない場合には、同条第８号の規定に従い定められ

た一次委託契約に係る契約解除条項により、一次委託契約を解除するなど、厳正に対処さ

れたい。 

なお、受託業務に係る一般廃棄物が特別管理一般廃棄物である場合、令第４条に規定す

る基準に加え、令第４条の３に規定する基準についても遵守する必要がある。 

 

第二 災害対策基本法の改正の内容 

１ 環境大臣が策定する処理指針の策定の位置づけ 

一般廃棄物の処理は市町村の自治事務であり、これまでの災害廃棄物対策においては、

国は財政面の補助や技術的な助言を行う等、側面的な支援をするに留まっていた。しかし

ながら、大規模な災害が発生した場合であっても災害廃棄物の適正な処理を確保しつつ、

円滑かつ迅速に処理するためには、国が現に発生した災害及び現に生じた災害廃棄物の種

類や特性に応じてその処理の方法や工程、期間についての基本的な方向性を示した上で、

改正前の災害対策基本法に規定されている廃棄物処理の基準の緩和等の特例措置を迅速

かつ適正に行う必要がある。 
このため、大規模な災害により発生した廃棄物の処理について、環境大臣が、当該災害

により生じた廃棄物処理に関する基本的な指針（以下「処理指針」という。）を定め、こ

れを公表することとしたものである（災害対策基本法第 86 条の５第２項）。環境省におい

ては、大規模災害発生時に速やかに処理指針を策定すべく、「大規模災害発生時における

災害廃棄物対策行動指針」を策定することとしているところである。地方自治体におかれ

ては、同行動指針の内容を踏まえて大規模災害に向けて備えられたい。 
 

２ 環境大臣による廃棄物の処理の代行 

今後生じる災害の規模や態様によっては、被災地域において、都道府県、市町村ともに

極めて大きな被害を受けることが否定できない。このような場合に備え、発災後の機動的

対応が可能となるよう、環境大臣が、その事務の遂行に支障のない範囲内で、処理指針に
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基づき、災害対策基本法第 86 条の５第１項に基づき指定された災害により生じた廃棄物

（以下「指定災害廃棄物」という。）の処理の代行を行うことができる旨の規定を設ける

こととした（災害対策基本法第 86 条の５第９項）。  
環境大臣による指定災害廃棄物の処理の代行は、災害対策基本法第 86 条の５第４項に

基づき指定された廃棄物処理特例地域内の市町村の長からの要請により、次の事項を勘案

し、指定災害廃棄物の円滑かつ迅速な処理のため必要があるか否かの観点から、その適用

の要否が判断されることとなる。 
  ① 当該市町村における指定災害廃棄物の処理の実施体制 

② 当該指定災害廃棄物の処理に関する専門的な知識及び技術の必要性 
③ 当該指定災害廃棄物の広域的な処理の重要性 

  具体的には、①については、当該市町村及び地方自治法に基づき当該市町村から事務を

受託できる都道府県の行政機能の低下の度合い等を、②については、平素当該市町村及び

当該市町村を管轄する都道府県で行われない廃棄物の処理のための知識や技術の程度等

を、③については、当該市町村及び当該市町村を管轄する都道府県内における処理が困難

な程度に災害廃棄物が発生しているか否か等を勘案することを規定している。 
  指定災害廃棄物の処理を代行する環境大臣が当該処理を他人に委託する場合に、当該委

託先が処理を行うに当たっては、一般廃棄物収集運搬業、一般廃棄物処分業、産業廃棄物

収集運搬業、産業廃棄物処分業、特別管理産業廃棄物収集運搬業又は特別管理産業廃棄物

処分業の許可を要しないこととした（災害対策基本法第 86 条の５第 10 項）。 
また、本規定の適用により廃棄物の処理を代行した環境大臣については、通常、廃棄物

処理法に基づき一般廃棄物の処理を行っている市町村と同様に、廃棄物処理法第 19 条の

４の規定による措置命令の適用からは除外することとした（災害対策基本法第 86 条の５

第 11 項）。 

環境大臣が代行した指定災害廃棄物の収集、運搬及び処分に要した費用については、ま

ず国が負担した上で、当該指定災害廃棄物の処理の代行を要請した市町村は、当該市町村

自らが当該指定災害廃棄物の処理を行う場合に国が当該市町村に交付すべき補助金の額

を控除した額を負担することとした。また、国は、これにより当該市町村が負担する費用

について、必要な財政上の措置を講ずるよう努めることとした（災害対策基本法第 86 条

の５第 12 項及び第 13 項）。 
 



1 

 

災害廃棄物処理支援ネットワーク（D.Waste-Net）について 

（平成 27年度） 

 

 

 国が集約する知見・技術を有効に活用し、各地における災害対応力向上につな

げるため、その中心となる関係者による人的な支援ネットワークを構築。 

 主な構成メンバーは、有識者、地方自治体関係者、関係機関の技術者、関係業

界団体等。 

 環境省が中心となって一般廃棄物処理業や産業廃棄物処理業に加え、幅広い関

連業界も含めた民間事業者団体のそれぞれの役割分担等について整理し、連

携・協力体制を整備。 

 平時の機能として、災害廃棄物処理に係る最新の科学的・技術的知見や過去の

経験を集積・分析し、災害廃棄物対策の充実・強化を進める。さらに、地方自

治体による事前の備え（災害廃棄物処理計画の策定や人材育成、防災訓練等）

を支援する。 

 発災後には、災害情報及び被害情報の収集・分析を行い、自治体等による適正

かつ円滑・迅速な災害廃棄物の処理を実施するための支援を行う。 

 環境省は、D.Waste-Net の機能を維持するため、国立環境研究所や廃棄物資源

循環学会等と連携し、必要な人材確保・人材育成を行う。 

 発足時の構成メンバーは、「大規模災害発生時における災害廃棄物対策検討会」

の委員（有識者）に加え、東日本大震災で貢献頂いた民間事業者等の関係団体。 

 ９月１６日に発足式を行い、構成メンバーには大臣名で任命証書を発行。 
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表 D.Waste-Netのメンバー（H27年 9月 16日時点） 

支援者グループ 民間事業者団体グループ 

○国立研究開発法人国立環境研究所 

○公益社団法人全国都市清掃会議 

○公益社団法人地盤工学会 

○一般財団法人日本環境衛生センター 

○一般社団法人日本廃棄物コンサルタン

ト協会 

○一般社団法人廃棄物資源循環学会 

○公益財団法人廃棄物・3R研究財団 

○有識者 

（１）廃棄物処理事業団体 

○一般社団法人環境衛生施設維持管理業協会 

○公益社団法人全国産業廃棄物連合会 

○一般社団法人日本環境衛生施設工業会 

 

（２）建設業関連事業団体 

○公益社団法人全国解体工事業団体連合会 

○一般社団法人日本建設業連合会 

 

（３）個別処理工程関連業界団体 

○一般社団法人セメント協会 

○一般社団法人泥土リサイクル協会 

 

（４）輸送関連事業団体 

○日本貨物鉄道株式会社 

○日本内航海運組合総連合会 

○リサイクルポート推進協議会 

 

 

 

 

※発災時には、環境省や地方環境事務所を通じた自治体からの要請に対して、その役割に応じた支援

を行うことが想定される。 

 

図 D.Waste-Netの支援の仕組み【平時の備え】(平成 27年度) 
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防災に係る全国応援の仕組み 

 

 全国レベルの広域応援の仕組みに関する情報を整理した。 

 

表 1 防災に係る全国応援の仕組み 

■自治体を巻き込んだ全国応援 

名称 管轄組織、担当部署 根拠法制度等 

緊急消防援助隊 消防庁 国民保護・防災部 
広域応援室1 

要綱に基づき創設（平成 7 年 6 月創
設） 
平成 15 年の法改正により、消防組織
法上明確に位置づけられた。 
平成 20 年の法改正により、都道府県
知事から出動要請を行うことが可能
になった。 

災害医療派遣チー
ム（DMAT） 

厚生労働省 DMAT 事務局 
（国立病院機構 
災害医療センター内） 

防災基本計画 
厚生労働省防災業務計画 
日本 DMAT 活動要領 

全国都道府県にお
ける災害時の広域
応援に関する協定 

全国知事会 緊急広域災害対策本部 全国都道府県における災害時の広域
応援に関する協定 

下水道事業におけ
る災害時支援に関
するルール 

日本下水道
協会 

 下水道事業における災害時支援に関
するルール（日本下水道協会、平成
24 年６月改定） 
※「全国ルール」と「大都市ルール」
がある。 

※地方整備局や自治体、各種協会等
をメンバーとする「ブロック連絡
会議」がある。各ブロックルール
もある。 

 

国土交通省 水管理・国土保全局下水
道部 

 

■特定組織の内部での全国応援 

名称 管轄組織、担当部署 根拠法制度等 

警察災害派遣隊 警察庁 警備局警備課2 警察災害派遣隊設置要綱 
（平成 24 年 5 月 31 日付け警察庁乙
備発第 3 号等） 

緊急災害対策派遣
隊（TEC-FORCE） 

国土交通
省 

水管理・国土保全局 国土交通省防災業務計画 
国土交通省訓令第 7 号（平成 20 年 4
月改正） 

 

  

                                                   
1 消防庁国民保護・防災部応急対策室作成資料「消防庁における応急体制」 

http://www.boukakiki.or.jp/common_new/pdf/H25-2-4.pdf 
2 通達「警察災害派遣隊設置要綱の制定について」の主管課が警備局警備課である。

https://www.npa.go.jp/pdc/notification/keibi.htm 
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表 2 過去の災害における主な活動事例 

 東日本大震災 

（2011年 3月 11日） 

伊豆大島土砂災害 

(2013年 10月 16日) 

広島土砂災害 

(2014年 8月 20日) 

緊急消防援助隊 ■活動期間 

3/11～6/6 （88 日間） 

■派遣規模 

１都１道２府 40 県 

総人員 8,854 隊 30,684 人 

延べ 31,166 隊 109,919 人 

■主な実施事項 

人命救助、空中消火、情報収

集、消火、救助、救急活動 等 

■活動期間 

10/16～10/31 （16 日間） 

■派遣規模 

１都４県 

最大 33 隊 145 人 

延べ 479 隊 2,055 人 

■主な実施事項 

情報収集、隊員・資機材の輸

送、行方不明者の捜索及び救

出活動 

■活動期間 

8/20～9/5 （17 日間） 

■派遣規模 

１府６県 

最大 47 隊 228 人 

述べ 2,634 人 

■主な実施事項 

救助活動、道路啓開活動等 

災害医療派遣チー

ム（DMAT） 

■活動期間 

3/11～3/22 （12 日間） 

■派遣規模 

全国から約 340 隊 1,500 人 

■主な実施事項 

病院支援、域内搬送、広域医

療搬送、病院入院患者避難搬

送 

■活動期間 

10/16～10/19 （４日間） 

■派遣規模 

東京 DMAT（３チーム） 

■主な実施事項 

救護活動、広域医療搬送 

■活動期間 

8/20～8/21 （２日間） 

■派遣規模 

広島 DMAT 14 チーム 76 人 

■主な実施事項 

死亡確認、避難所での診察等

（地元の医療機関がほぼ被

害なしのため、本来ニーズな

し） 

警察災害派遣隊

（東日本大震災は

広域緊急援助隊） 

■活動期間 

2011.3.11～2012.3.5 現在 

（361 日間以上※） 

■派遣規模（３県合計（岩手

県、宮城県、福島県）） 

最大約 4,800 人 

延べ約 908,800 人・日 

■主な実施事項 

生存者の救出・救助、被災者

の避難誘導、関係道路の交通

規制、避難所等での被災者支

援、御遺体の身元確認、生活

の安定と秩序の維持 

（警視庁の特殊救助隊、機動

隊等を派遣） 

■活動期間 

8/20～9/4 （16 日間） 

■派遣規模 

19 都府県から派遣 

最大約 700 人 

延べ約 8,740 人 

■主な実施事項 

被害情報の収集、救出救助や

行方不明者の捜索、交通規

制、検視や身元確認、防犯パ

トロール等 

緊急災害対策派遣

隊（TEC-FORCE） 

■活動期間 

3/12～11/21 （255 日間） 

■派遣規模 

約 400 人（最大 521 人） 

延べ 18,115 人・日 

■主な実施事項 

ヘリコプターによる上空か

らの被害状況把握、排水ポン

プ車による排水活動及び行

方不明者捜索活動支援、市町

村リエゾンによる自治体支

援、衛星通信車による途絶し

た通信回線の確保、道路・堤

防の被災状況の把握等 

■活動期間 

10/16～11/15 （31 日間） 

■派遣規模 

最大 87 人 

延べ 1,265 人・日 

■主な実施事項 

二次災害の防止や早期復旧

のための技術支援等を実施

（被災現場での監視カメラ

の設置、早期復旧に向けた被

災箇所の把握、状況把握、照

明車派遣等 

■活動期間 

8/20～9/23 （35 日間） 

■派遣規模 

最大 122 人 

延べ 2,431 人・日 

■主な実施事項 

ヘリコプターによる上空か

らの被害状況把握、土砂災害

危険箇所の評価、捜索活動の

支援、早期復旧のための支

援、二次災害防止のための支

援 

  ※平成 27 年３月９日現在、約 220 名の広域緊急援助隊等警察応援人員が活動中（出所：緊急災害対策本部「平

成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）について」、平成 27 年３月９日（17:00）） 
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1 自治体と連携した全国応援体制の事例 

 

1.1 緊急消防援助隊（消防庁） 

 

1.1.1 概要 

緊急消防援助隊は、阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、大規模災害等において被災した都道府

県内の消防力では対応が困難な場合に、国家的観点から人命救助活動等を効果的かつ迅速に実施

し得るよう、全国の消防機関相互による援助体制を構築するため、平成７年６月に創設された。

平成 15 年６月の消防組織法改正により、緊急消防援助隊が法制化（平成 16 年４月施行）される

とともに、大規模・特殊災害発生時の消防庁長官の指示権が創設された。 

部隊の登録に際しては、総務大臣が「緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な

事項に関する計画」を策定し、それに基づいて消防庁長官が登録を行う。平成 25 年４月時点で、

全国で 4,500 隊あまりが登録されている。3 

 

図 1 緊急消防援助隊の部隊編成 

出所）緊急消防援助隊の概要（消防庁 HP） 

 

  

                                                   
3 緊急消防援助隊の概要（消防庁ウェブサイト）http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/kinkyu/kinshoutai_gaiyou.pdf 
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1.1.2 近年の主な災害における活動事例 

年 活動期間 災害名 出動都道府県 出動部隊・人員 活動概要 

2011 
3.11～6.6 

（88日間） 
東日本大震災 1都 1道 2府 40県 

指揮支援部隊  

指揮隊 

救助部隊 

消火部隊 

救急部隊 

後方支援部隊 

航空部隊 

その他 

8,854隊 

159隊 

414隊 

854隊 

1,853隊 

1,734隊 

3,441隊 

244隊 

155隊 

30,684人 

 平成 23年 3月 11日 14時 46分、三

陸沖を震源とするマグニチュード 9.0、

最大震度７の地震が発生、大きな揺れ

に加えて津波による被害、原子力発電

所事故及び石油コンビナート火災等、

広範囲にわたり大きな被害が発生し

た。緊急消防援助隊法制化後初めてと

なる、消防組織法第 44条第5項に基づ

く消防庁長官の指示等により、全国 44

都道府県から緊急消防援助隊が出動

し、消火・救助・救急活動を88日間にわ

たり行った。 

2013 
10.16～10.31 

（16日間） 
伊豆大島土砂災害 1都 4県 

【指揮支援部隊】東京消

防庁 17隊 51名 

【埼玉県隊】埼玉県・さい

たま市 49隊 266名 

【千葉県隊】千葉市 62

隊 236名 

【神奈川県隊】横浜市・川

崎市 275隊 1,163名 

【静岡県隊】静岡県・静岡

市・浜松市・沼津市・富

士市・田方・伊東市・熱

海市 76隊 339名 

（合計）2県防災航空隊、

12消防本部 479隊

2,055名 

・指揮支援部隊は、大島町災害対策本

部において情報収集を実施。また、消

防をはじめ自衛隊や警察などの実動

機関で構成する調整会議において、

活動エリアの区割りなど他機関との調

整を実施。 

・航空部隊は、上空からの被害情報の

収集、隊員及び資機材の輸送を実

施。 

・陸上部隊は、土砂災害現場における

被害情報の収集、行方不明者の捜索

及び救出活動を実施。 

2014 
8.20～9.5 

（17日間） 
広島土砂災害 1府 6県 

緊急消防援助隊を合計

47隊 228名 

・8月 20日 12時 30分、広島県からの

応援要請を受け、消防組織法第 44条

第 1項に基づき、消防庁長官から、岡

山県、鳥取県、高知県、大阪府に対し

て、出動を要請。 

・8月 21日 19時 30分、救助体制を強

化するため、新たに消防庁長官から、

島根県、山口県、愛媛県に対して、高

度救助隊の出動を要請。 

出所） 

・東日本大震災：消防庁「広域防災応援」http://www.boukakiki.or.jp/common_new/pdf/H25-2-5.pdf 

・伊豆大島土砂災害：消防庁「平成 25 年（2013 年）台風第 26 号による伊豆大島土砂災害における消防機関の活

動」http://www.fdma.go.jp/ugoki/h2512/2512_04.pdf 

・広島土砂災害：消防庁「８月１９日からの大雨等による広島県における被害状況及び消防の活動等について（第

４４報）」 
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1.2 災害医療派遣チーム（DMAT） 

 

1.2.1  概要 

DMAT とは「災害急性期に活動できる機動性を持ったトレーニングを受けた医療チーム」と定

義されており、災害派遣医療チーム（Disaster Medical Assistance Team）の頭文字をとって略

して DMAT（ディーマット）と呼ばれている。 

医師、看護師、業務調整員（医師・看護師以外の医療職及び事務職員）で構成され、大規模災

害や多傷病者が発生した事故などの現場に、急性期（おおむね 48 時間以内）に活動できる機動性

を持った、専門的な訓練を受けた医療チームである。 

阪神・淡路大震災において、初期医療体制の遅れが考えられ、平時の救急医療レベルの医療が

提供されていれば救命できたと考えられる「避けられた災害死」が 500 名存在した可能性があっ

たと報告されている。この阪神・淡路大震災での災害医療について多くの課題が浮き彫りとなり、

この教訓を生かして各行政機関、消防、警察、自衛隊と連携しながら救助活動と並行し、医師が

災害現場で医療を行う必要性が認識されるようになった。 

これらに基づき、厚生労働省により、災害医療派遣チーム、日本 DMAT が平成 17 年４月に発

足した4。 

 

DMAT の機能及び任務は以下の通りである5。 

① 被災地域内での医療情報収集と伝達 

② 被災地域内でのトリアージ、応急治療、搬送 

③ 被災地域内の医療機関、特に災害拠点病院の支援・強化 

④ 広域搬送拠点医療施設（Staging Care Unit）における医療支援 

⑤ 災害現場でのメディカルコントロール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
4 日本 DMAT ホームページ [http://www.dmat.jp] 
5 パンフレット「DMAT の活動」（（独）国立病院機構 災害医療センター） [http://www.dmat.jp/dmat.pdf] 
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1.2.2 近年の主な災害における活動事例 

年 活動期間 災害名 出動都道府県 出動部隊・人員 活動概要 

2011 
3.11～3.22 

（12日間） 
東日本大震災 47全都道府県 約 340隊 1,500人 

 病院支援、域内搬送、広域医療搬

送、病院入院患者避難搬送を実施 

2013 

10.16～

10.28 

（13日間） 

伊豆大島土砂災

害 
1都（東京都） 

東京 DMAT 

医療救護班

医師 

保健師 

介護職員 

3チーム 

4班 

1名 

2班 4名 

6名 

 災害現場における救護活動、負傷者

や要援護者に対する医療の確保、避

難所や被災施設等の被災者への保健

指導・衛生管理指導等の支援、複数の

避難所や福祉避難所における避難者

の適切な健康維持・管理を実施 

2014 
8.20～8.21 

（2日間） 
広島土砂災害 1県（広島県） 14チーム 76人 

 広島県内の自然災害で DMAT が出

動したのは今回が初めて。発災当日の

8 月 20 日には広島大学病院をはじめ

県内の医療機関から 14 チーム 76 人

の医師や看護師、業務調整員が現場

に赴き、被災者の応急治療などを実施 

出所） 

・東日本大震災：消防庁「第 1 回 災害時における救急業務のあり方に関する作業部会」（平成 23 年 7 月 6 日）資

料２「DMAT とは」http://www.fdma.go.jp/html/intro/form/pdf/saigai_kyukyu_sagyo_h23/01/haifu_02.pdf 

・伊豆大島土砂災害：東京都「大島の応急復旧に向けた取組について」（P108） 

・広島土砂災害：広島大学病院ウェブサイト http://www.hiroshima-u.ac.jp/hosp/hitokuchi/gyoji/2014/p_vjh9ll.html （平

成 27 年 6 月 9 日取得）  
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1.3 全国都道府県における災害時の広域応援に関する協定 

 

1.3.1 概要 

阪神・淡路大震災当時、地方公共団体相互の応援協定は一部あったが、要請・応援システムが

円滑に作動しなかった6。その教訓を踏まえ、全国都道府県における災害時の広域応援に関する協

定（以下「全国都道府県広域応援協定」とする。）は平成８年７月に全国知事体において締結され

た。全都道府県による相互応援協定であり、各都道府県やブロック知事会で締結している応援協

定では十分な救援が出来ない場合に、ブロック知事会幹事県を通じた要請に基づき、全国知事会

の調整の下に広域応援が実施されることが定められた。また広域応援の内容は、被災地等におけ

る住民の避難、被災者等の救援・救護及び災害応急・復旧対策に係る人的・物的支援、施設若し

くは業務の提供又はそれらの斡旋、とされ7、多岐にわたる事も特徴である。 

一方、東日本大震災の際には、当時の知事会長の判断により広域応援を開始したこと、全国知

事会が協定に既定のない「緊急広域災害対策本部」を設置して各都道府県や関係機関との調整が

行われるなど、既存協定の枠組みの範疇にはない対応が取られた。また事後の課題検証では、被

災県の「被災県は現場対応に忙殺されるので、支援県が被災地で自ら人材や物資を調整する事が

効果的であった」、「複数県が同時に被災して、当該ブロック幹事県による全体調整に限界があっ

た」、「支援県を固定化することで、スムーズな支援を受けることが出来た」といった意見、支援

県等の「対口支援8を行う事で支援県の責任感と業務の継続性が担保された」「知事会自らが行う

支援体制づくりには数日の日数を要した」といった意見が提示された。以上の反省を踏まえ、平

成 25年には全国都道府県広域応援協定に主に以下の改正が行われた。 

 

① カバー（支援）県体制の確立 

 広域応援の基盤となる体制である、カバー（支援）県の規定を新設（第３条） 

 ブロック間の応援関係を強めるため、ブロック間応援の規定を改正（第９条） 

② 全国知事会の体制と機能の強化 

 広域応援に係る事務を迅速かつ的確に実施するため、「緊急広域災害対策本部」を設置す

る規定を新設（第６条） 

 「緊急広域災害対策本部」には、各都道府県東京事務所より職員の応援を得る規定を新

設（第６条） 

 広域応援実施の迅速性を高めるため、連絡・調整を全国知事会が直接行う規定を新設（第

７条） 

③ 広域応援の実効性の向上 

 広域応援の実効性を高めるため、都道府県間の連携を強め、自律的な支援が可能となる

体制構築の努力規定を新設（第２条） 

 ブロック間の応援関係を強めるため、ブロック間応援の規定を改正（第９条） 

                                                   
6 『広域的な防災体制強化の取り組み』http://web.pref.hyogo.jp/wd33/documents/000039290.pdf 
7 全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定書（平成 24 年 5 月 18 日）

http://www.nga.gr.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/3/24518kyouteisyo.pdf 
8被災県に支援を担当する県を割り当てて、被災地を支援する方法と同義 
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具体的な支援像としては、災害レベルに応じて以下３つの図のように広域応援が行われる。 

 

図 2 局地的災害時における被災ブロックによる広域支援（イメージ） 

出所）大規模広域災害発生時における全国知事会の対応 

   http://www.bousai.go.jp/kaigirep/kentokai/kentokaigi/03/pdf/shiryo3.pdf 

 

 

図 3 中規模災害時におけるブロック間による広域支援（イメージ） 

出所）大規模広域災害発生時における全国知事会の対応 

   http://www.bousai.go.jp/kaigirep/kentokai/kentokaigi/03/pdf/shiryo3.pdf 
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図 4 大規模災害時における複数ブロックによる広域支援（イメージ） 

出所）大規模広域災害発生時における全国知事会の対応 

   http://www.bousai.go.jp/kaigirep/kentokai/kentokaigi/03/pdf/shiryo3.pdf 

 

1.3.2 近年の主な災害における活動事例 

年 活動期間 災害名 出動都道府県 活動概要 

2011 3.11～ 東日本大震災 

42 都道府県（被災

県である岩手県、宮

城県、福島県、茨城

県、千葉県を除く） 

・緊急支援物資への対応（※） 

・自衛隊機による物資輸送スキームの構築 

・東京電力福島第一原子力発電所事故による影響（広域避難の実施） 

・対策本部体制の強化（都道府県東京事務所職員の応援） 

・国の支援活動との調整 

・人的応援の状況 

・物的応援の状況 

 

（※）物資輸送における対口支援 

 

出所）全国知事会 HP 平成 25 年 05 月 17 日「東日本大震災における全国知事会の取組」について 

全国知事会の活動 1（本編・活動の経過・広域応援状況調査） 

   http://www.nga.gr.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/3/25517_2.pdf  
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1.4 下水道事業における災害時支援に関するルール 

 

1.4.1 概要 

 日本下水道協会では、「地震緊急支援体制等検討委員会」を設置し、平成 8 年 1 月に「下水道事

業における災害時支援に関するルール（以降全国ルール）」をとりまとめた。また、この全国ルー

ルを基に各地区ブロックにおいてブロックルールもまとめられた。全国ルールについては、平成

24 年 6 月に改定され，あわせて各ブロックルールも改定されている。 

 また、下水道施設の被災時における支援活動に関する全国的な方策等の調整及び情報交換を行

うために、災害時支援全国代表者連絡会議が毎年開催されている。 

 

 東京都及び政令指定都市（以下「大都市」という。）は、下水道施設が被災した場合、「下水道

災害時における大都市間の連絡・連携体制に関するルール（以下「大都市ルール」という。）」に

より、相互に支援活動等を行うこととしているため、大都市及び他の都市が同時に被災した場合

には、全国ルール及び大都市ルールを調整しながら災害に対処するものとする。 

 

（ア）全国ルール 

（災害時支援ブロック連絡会議） 

全国を６ブロックに分けて災害時支援ブロック連絡会議を設置する。 

（１）北海道・東北ブロック：北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、（新潟県） 

（２）関東ブロック：茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、（長野県）、（静岡

県） 

（３）中部ブロック：新潟県、富山県、石川県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、（福井県）、（滋賀

県） 

（４）近畿ブロック：福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、（三重県）、(徳島県） 

（５）中国・四国ブロック：鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県 

（６）九州ブロック：福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県、（山口県） 

※（ ）内はオブザーバ 

（下水道対策本部の業務） 

下水道対策本部の業務は、次の各号に掲げるものとし、第９条に基づく総合調整の上、下水道対策

本部長は本部員に対し、業務の分担を要請することができる。 

（１）下水道対策本部の設置に関すること。 

（２）被災状況及び支援要請の取りまとめに関すること。 

（３）支援計画の立案に関すること。 

（４）被災したブロック内の自治体への支援調整に関すること。 

（５）被災状況、交通状況その他支援に必要な情報の支援する自治体への提供に関すること。 

（６）応援隊の拠点となる前線基地の調整及び確保等並びに第 12 条第３項に規定する現地応援総括

者の指名に関すること。 

（７）災害復旧の調査等に必要な資機材の調達や委託等に係る外注費用の積算等に係る支援・調整

に関すること。 

（８）調査資料及び災害査定関係調書等の作成に係る指導及び協力に関すること。 

（９）被災住民に対する自治体の広報に関する連絡調整及び支援に関すること。 

（10）被災状況の各ブロック連絡会議幹事及び大都市窓口への情報提供に関すること。 

（11）下水道対策本部の解散に関すること。 

（12）その他支援の実施に必要な事項。 

出所）「下水道事業における災害時支援に関するルール」より抜粋 http://www.gesui-saigai.jp/pdf/all/all_rule_h24.pdf 
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（イ）大都市ルール 

 （ルールの適用） 

第１条 本ルールは、震度６弱以上の地震時に適用する。 

２ 震度５強以下の地震時またはその他災害が発生し、被災した大都市（以下「被災都市」という｡）

からの要請があった場合は、本ルールを適用する。 

３ 「下水道事業における災害時支援に関するルール（以下「全国ルール」という｡）」第７条の２

に基づき情報連絡総括都市に下水道対策本部員への参加要請かあった場合は、全国ルールと調整

を図りながら広域的な支援を行う。 

 

出所）下水道災害時における大年感の連絡・連携体制に関するルール 

http://www.gesui-saigai.jp/pdf/block/big_city_rule.pdf?2014-06-26 

  

http://www.gesui-saigai.jp/pdf/block/big_city_rule.pdf?2014-06-26
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1.4.2 近年の主な災害における活動事例 

年 活動期間 災害名 出動都道府県 出動部隊・人員 活動概要 

2011 3.11～ 東日本大震災 1都 1道 2府 23県 

管路施設の１次調査等の

支援に延べ 6,575 人（日

本下水道事業団、下水道

新技術推進機構、国土技

術政策総合研究所等を

含む） 

・「全国ルール」に基づき、被災県から

の支援要請に応じて各ブロックから支

援隊が派遣され、被災地の管路施設

の被害状況の調査（一次調査）を実施 

・「大都市ルール」に基づき、仙台市に

職員を派遣するとともに、久慈市や石

巻市等の被災地の被害状況の調査

等を実施 

2014 
8.28～8.29 

（2日間） 
広島土砂災害 

大阪市（情報連絡

総括都市） 

東京都（災害時支

援大都市連絡会議

事務局） 

先遣隊 

 大都市ルールに基づき、被害状況の

調査を目的に、大阪市・東京都・国土交

通省による先遣隊を組織し、派遣 

出所） 

・東日本大震災に関連した日本下水道協会の主な取り組み（概要） 

http://www.bousai.go.jp/kaigirep/kentokai/kentokaigi/03/pdf/shiryo3.pdf 

・山本尚樹（（社）日本下水道協会技術研究部参事兼技術指針課長、「東日本大震災における支援活動」、（一社）

全国上下水道コンサルタント協会 水坤 2012, Vol.43, p15-17 http://www.suikon.or.jp/suikon/vol.43/43_07.pdf 

・下水道管路施設管理の専門誌 JASCOMA Vol.21, No.42 (平成 27 年 1 月 31 日発行)「広島市の土砂災害による下水

道施設被害状況調査と復旧活動報告」より抜粋 http://jascoma.com/doc/book/list/images/jascoma42.pdf , p10-11. 
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2 特定組織の内部の全国応援の事例 

 

2.1 警察災害派遣隊（警察） 

 

2.1.1 概要 

国内で大規模災害が発生した場合、都道府県警察相互の広域援助については「広域緊急援助隊

の設置及び運用について」（平成 18 年３月９日付け警察庁乙備発第１号等）に定めるところによ

り対応してきた。東日本大震災における反省・教訓を踏まえ（後述）、警察庁は災害に係る危機管

理体制を見直し、大規模災害の発生時における広域的な部隊派遣態勢を拡充することとし、「警察

災害派遣隊設置要綱」を制定して、各都道府県警察に対して依命通達した9。 

警察災害派遣隊の任務は以下の通り。 

① 情報の収集及び連絡 

② 避難誘導 

③ 救出救助 

④ 検視、死体見分及び身元確認の支援 

⑤ 緊急交通路の確保及び緊急通行車両の先導 

⑥ 行方不明者の捜索 

⑦ 治安の維持 

⑧ 被災者等への情報伝達 

⑨ 被災地等における活動に必要な通信の確保及び情報技術の解析 

⑩ 警察災害派遣隊のための宿泊所の手配並びに物資の調達、管理及び搬送 

⑪ ①から⑩までに掲げるもののほか、派遣先の都道府県警察の長が特に指示する活動 

 

 

図 5 警察災害派遣隊の概要 

出所）平成 25 年版警察白書 

  

                                                   
9 警察災害派遣隊設置要綱の制定について（依命通達）、平成 24 年５月 31 日 

[https://www.npa.go.jp/keibi/biki6/honbun_1.pdf] 
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2.1.2 近年の主な災害における活動事例 

年 活動期間 災害名 出動都道府県 出動部隊・人員 活動概要 

2011 

2011.3.11～

2012.3.5現在 

（361日間以

上） 

東日本大震災 全国都道府県 
最大約 4,800人 

延べ約 908,800人 

 生存者の救出・救助、被災者の避難

誘導、関係道路の交通規制、避難所等

での被災者支援、御遺体の身元確認、

生活の安定と秩序の維持 

2013 
10.16～11.16 

（32日間） 
伊豆大島土砂災害 東京都 

・警視庁の特殊救助隊、

機動隊等 延べ6,052人 

・ヘリコプター 6機 

・災害用重機等 13台 

・警備艇 等 

 救出救助、捜索活動、警戒活動、交

通対策及び御遺体の検視などを実施 

2014 
8.20～9.4 

（16日間） 
広島土砂災害 1都 2府 16県 

最大約 700人 

延べ約 8,740人 

 被害情報の収集、救出救助や行方不

明者の捜索、交通規制、検視や身元確

認、防犯パトロール等 

出所）・東日本大震災：警察庁「東日本大震災における 警察の活動について」（平成 24 年３月 15 日） 

  （http://www.fdma.go.jp/neuter/about/shingi_kento/h23/chihou_kiki_kondankai/17/haifu_01-3.pdf） 

・伊豆大島土砂災害：平成 26 年版警察白書（http://www.npa.go.jp/hakusyo/h26/）、東京都「大島の応急復旧に向け

た取組について」（P121）http://www.bousai.metro.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/ 

000/231/oshima-sanko3.pdf 

・広島土砂災害：非常災害対策本部（内閣府）「8 月 19 日からの大雨による広島県の被害状況等について」、平成

26 年 11 月 21 日 17 時 00 分現在、http://www.bousai.go.jp/updates/h260819ooame/pdf/h260819ooame36.pdf 
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2.2 緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE） 

 

2.2.1 概要 

平成 20 年、国土交通省では大規模自然災害が発生し又は発生する恐れがある場合において、被

災 地方公共団体等が行う被災状況の迅速な把握、被害の発生及び拡大の防止、被災地の早期復旧

その他災害応急対策に対する技術的な支援を円滑かつ迅速に実施するため緊急災害対策派遣隊

（TEC-FORCE：Technical Emergency Control Force）を発足させた。 

TEC-FORCE は国土交通本省、国土技術政策総合研究所、国土地理院、地方支 分局（航空交

通管制部を除く）及び気象庁に設置され、先遣班、現地支援班、情報通信 班、高度技術指導班、

被災状況調査班、応急対策班、輸送支援班、地理情報支援班、気象・地象状況提供班により構成

されている。 

 

図 6 TEC-FORCE の派遣及び指揮命令系統 

出所）国土交通省 総合政策局・河川局「緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）の概要」 
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2.2.2 近年の主な災害における活動事例 

年 活動期間 災害名 出動都道府県 出動部隊・人員 活動概要 

2011 
3.12～11.21 

（255日間） 
東日本大震災 全地方整備局 

  最大 521人 

  延べ 18,115人・日 
・国土交通大臣の指示の下、震災発生

の翌日には各地方整備局から約 400

人のTEC-FORCE隊員を現地に派遣 

・東北地方整備局の災害対策本部等の

指揮下で活動 

・ヘリコプターによる上空からの被害状

況把握、排水ポンプ車による排水活

動及び行方不明者捜索活動支援、市

町村リエゾンによる自治体支援、衛星

通信車による途絶した通信回線の確

保、道路・堤防の被災状況の把握等 

北海道地整 

東北地整 

関東地整 

北陸地整 

中部地整 

近畿地整 

中国地整 

四国地整 

九州地整 

本省等 

823人・日 

2,704人・日 

2,916人・日 

2,414人・日 

2,629人・日 

1,727人・日 

1,152人・日 

1,438人・日 

1,085人・日 

1,227人・日 

2013 
10.16～11.15 

（31日間） 
伊豆大島土砂災害 

関東、北陸、中部、

九州地方整備局 

  最大 87人 

  延べ 1,265人・日 

 二次災害の防止や早期復旧のための

技術支援等を実施（被災現場での監視

カメラの設置、早期復旧に向けた被災

箇所の把握、状況把握、照明車派遣等 

関東地整 

北陸地整 

中部地整 

九州地整 

本省・国総研 

595人・日 

272人・日 

185人・日 

167人・日 

46人・日 

2014 
8.20～9.23 

（35日間） 
広島土砂災害  

  最大 122人 

  延べ 2,431人・日 

 ヘリコプターによる上空からの被害状

況把握、土砂災害危険箇所の評価、捜

索活動の支援、早期復旧のための支

援、二次災害防止のための支援 

北陸地整 

中部地整 

近畿地整 

中国地整 

四国地整 

九州地整 

国総研・土研 

147人・日 

230人・日 

112人・日 

1,290人・日 

208人・日 

329人・日 

115人・日 

出所）・東日本大震災：国土交通省「TEC-FORCE（緊急災害対策派遣隊）について」 http://www.mlit.go.jp/saigai/TEC-FORCE.PDF 

・伊豆大島土砂災害：国土交通省「TEC-FORCE（緊急災害対策派遣隊）について」 http://www.mlit.go.jp/saigai/TEC-FORCE.PDF 

・広島土砂災害：国土交通省「TEC-FORCE（緊急災害対策派遣隊）について」 http://www.mlit.go.jp/saigai/TEC-FORCE.PDF 
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受援計画に関する国内の取組み事例 

 

1 受援計画に係る取組みの背景 

 

表 1 受援計画に係る取組みの背景 

法律等 受援に関する記載等 

災害対策基本法 ○従来、災害応急対策業務に係る地方公共団体間の応援について、ⅰ）被

災した市町村の長が、他の市町村の長に対して災害応急対策についての

応援を求めること、ⅱ）被災した都道府県の知事が他の都道府県の知事

に対して消防、救助等の応急措置についての応援を求めることができる

とされていた。 

○また、都道府県知事が当該都道府県の区域内の市町村長に対して、ⅰ）

応急措置の実施について指示すること、ⅱ）他の市町村長を応援すべき

ことを指示することができることとされていた。 

防災基本計画 

（平成 20 年２月） 

○国、公共機関及び地方公共団体は、応急活動及び復旧活動に関し、各関

係機関において相互応援の協定を締結する等、平常時より連携を強化し

ておくこととされていた。 

防災基本計画の修

正（平成 23 年 12 

月） 

○相互応援協定に関して、地方公共団体の相互応援協定について、同時被

災防止の観点から遠方に所在する地方公共団体との締結も検討すること

が追加され、また、24 年９月の同計画の修正において、被災時に周辺市

町村が後方支援を担える体制となるよう相互応援協定を締結し、それぞ

れにおいて後方支援基地として位置付ける等、必要な準備を行うことが

追加された。 

○応援計画・受援計画の策定に関しては、地方公共団体及び防災関係機関

に対して、防災業務計画や地域防災計画等に応援計画や受援計画をそれ

ぞれ位置付けるよう努めることとされ、ⅰ）応援先・受援先の指定、ⅱ）

応援・受援に関する連絡・要請の手順、ⅲ）災害対策本部との役割分担・

連絡調整体制、ⅳ）応援機関の活動拠点、ⅴ）応援要員の集合・配置体

制や資機材等の集積・輸送体制等について必要な準備を整えることが追

加された。 

「防災・減災対策等 

の推進に係る留意

事項について」（平

成 24 年２月１日付

け消防災第 23号等） 

○東日本大震災を踏まえた地震・津波対策等に関する地域防災計画の見直

しに関して、ⅰ）受援計画について、より具体的、実践的なものとなる

よう十分留意すること、ⅱ）広域防災応援体制に関して、近隣市町村の

みならず、都道府県の区域を越えた地方公共団体間における相互応援協

定の締結などにより、広域応援について円滑に実施できる体制とするよ

う要請している。 

災害対策基本法の

改正（平成 24 年６

月） 

○災害が発生した場合において、これまで応急措置に限られていた地方公

共団体間の応援の対象を災害応急対策に拡大する規定が追加され、さら

に、災害が発生した都道府県の知事が、他の都道府県の知事に応援を要

請する場合における国による調整規定が追加されたほか、地方公共団体

に対して、地域防災計画の策定に当たり、災害が発生した場合において、

当該市町村等が円滑に他の者の応援を受け、又は他の者を応援すること

ができるよう配慮すること、災害予防として、円滑な相互応援の実施の

ために必要な措置を講ずるよう努めることが追加された。 

防災対策推進検討 ○ⅰ）災害の規模や被災地のニーズに応じて応援が円滑に行われるよう、

参考資料11
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法律等 受援に関する記載等 

会議最終報告 

（平成 24年 7月 31

日） 

応援先・受援先の決定、相互応援に関する災害協定の締結など、具体的

な方策を各地方公共団体において構築すべきである、ⅱ）地方公共団体

や防災関係機関は、防災業務計画や地域防災計画に受援計画を位置付け、

応援に関する連絡・要請などの具体的手法も記載するなど、円滑な相互

応援体制の確立を図るべきであるとされている。 

消防庁防災業務計

画の修正（平成 24 

年２月及び同年 11 

月） 

○地域防災計画の作成の基準の一つとして記載されていた「広域防災応援」

についての規定が、「広域防災応援及びその受入れ」についての規定に

修正され、地域防災計画に定める「広域防災応援の受入れの迅速かつ円

滑な実施に必要な事項」の例示として「応援受入手順」の追加等が行わ

れた。 

注）「震災対策の推進に関する行政評価・監視－災害応急対策を中心として－結果に基づく勧告（総

務省、平成 26 年６月）」の記載を基に整理した。 

 

2 地方公共団体における受援計画の策定状況 

 

「震災対策の推進に関する行政評価・監視～災害応急対策を中心として～勧告（概要）（総務省、

平成 26 年６月）」によると、平成 25 年 3 月末における受援計画を策定済の地方公共団体は、調

査対象とした都道府県の約４割、市町の１割強となっている。 

 

図 1 地方公共団体における受援計画の策定状況 

出所）「震災対策の推進に関する行政評価・監視～災害応急対策を中心として～勧告（概要）（総務省、平成 26 年６月）」

http://www.soumu.go.jp/main_content/000298444.pdf 
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3 受援計画の内容 

 

 国内における受援計画を見ると、大きく以下の２つのタイプに分類される。 

①一般的なタイプ 

②神戸市タイプ 

 

3.1 一般的なタイプ 

 

・緊急消防援助隊（消防）や広域緊急援助隊（警察）、ＤＭＡＴ（医療）、自衛隊、物資調達（自

治体連携等）等の公的機関からの受援を対象として、ⅰ）応援先・受援先の指定、ⅱ）応援・

受援に関する連絡・要請の手順、ⅲ）災害対策本部との役割分担・連絡調整体制、ⅳ）応援機

関の活動拠点、ⅴ）応援要員の集合・配置体制や資機材等の集積・輸送体制等を定めている。 

・記載内容（様式等を含め）の多くは、従来の地域防災計画等でも整理されており、受援に特化

した再整理や新たな事項の追加を行っている。 

・このタイプでは、個々の業務レベルに注目するのではなく、応援側となる公的機関等の各主体

や内容に注目して、主体等の別に受援のフレームワークを定めている。 
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 （以下、省略） 

図 2 受援計画の目次例（神奈川県） 

出所）神奈川県災害時広域受援計画（平成 26年３月）  
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図 3 受援計画の目次例（岐阜県） 

出所）岐阜県災害時広域受援計画（平成２７年２月改訂版） 

 
 

 

図 4 受援計画の目次例（和歌山県） 

出所）和歌山県広域防災拠点受援計画（平成 24年 4月） 
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図 5 受援計画の目次例（静岡県） 

出所）東海地震応急対策活動要領に基づく静岡県広域受援計画（平成 21 年 5 月修正） 
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図 6 受援計画の目次例（岩手県） 

出所）岩手県災害時受援応援計画（平成 26年４月） 

 

 

図 7 受援計画の目次例（＠＠＠＠） 

出所）緊急消防援助隊新潟市受援計画（平成 19年 4月） 
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3.2 神戸市タイプ 

 

・神戸市災害受援計画では、緊急業務や経常業務を対象として、業務ごとに受援の適・不適を各

部署と共に判断して「支援を要する業務（緊急業務 118業務、経常業務 12業務）を選定し、業

務ごとに「受援シート」及び「業務フロー」を作成している。 

・受援の相手先として、公的機関だけでなく、民間（一般ボランティア、専門職ボランティア、

企業、NPO・NGO、地域住民等）も候補としている。 

・業務レベルだけでなく、受援で全庁的に中心的な役割を果たす「応援受入本部」の設置や、職

員の研修等に関しても災害受援計画の中で記載している。また、過去の教訓に基づき、「費用負

担」に係る基本的な考え方も記載している。 
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図 8 受援計画の概要（神戸市） 

出所）神戸市災害受援計画（概要版）（平成 25 年３月） 
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4 政府の「具体的な応急対策活動に関する計画（具体計画）」 

 

平成 27年 6月 25日に中林委員にヒアリングをした際に、災害廃棄物処理に係る各自治体の「不

足量」と「支援余力」の突合をし、どのレベル（県内市町村間、都道府県間）の応援が必要とな

るかを事前に把握しておくことの必要性について指摘があった。 

主要な巨大地震を対象として政府が作成する「具体的な応急対策活動に関する計画」では、食

料等の物資や対応要員等に関して、想定する巨大地震が発生した場合の被害（政府の被害想定調

査結果に基づく）を基に、各都道府県での「不足量」または「支援余力」を推計し（市区町村レ

ベルでの推計を積み上げて算出）、受援側（進出拠点等も特定）と支援側の対応付けを行っている。 

このため、広域的な受援と支援の突合に係る参考として、「南海トラフ地震における具体的な応

急対策活動に関する計画」を対象として、「具体的な応急対策活動に関する計画」の概要を整理し

た。 

 
 

4.1 具体的な応急対策活動に関する計画の位置づけ 

 

参考として、「南海トラフ地震における具体的な応急対策活動に関する計画」の位置づけを以下

に整理する。他の主要な巨大地震を対象とした計画も、同様の位置づけである。 

 

この南海トラフ地震における具体的な応急対策活動に関する計画（以下「具体計画」という。）は、

南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成１４年法律第９２号）第４条に

規定する「南海トラフ地震防災対策推進基本計画（平成２６年３月中央防災会議）第４章において作

成するとされた災害応急対策活動の具体的な内容を定める計画であり、南海トラフ地震発生時に、災

害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）及びこれに基づく防災計画等と相まって、主に緊急災害

対策本部並びに指定行政機関及び指定地方行政機関が行うべき地方公共団体に対する応援に関する

事項を中心に、当該事項に関連して地方公共団体等が実施すべき役割等も含めて定めるものである。 

出所）南海トラフ地震における具体的な応急対策活動に関する計画（全体）（平成２７年３月３

０日、中央防災会議幹事会） 

   http://www.bousai.go.jp/jishin/nankai/ 
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4.2 具体的な応急対策活動に関する計画の概要 
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出所）南海トラフ地震における具体的な応急対策活動に関する計画（概要版）（平成２７年３月

３０日、中央防災会議幹事会） 

   http://www.bousai.go.jp/jishin/nankai/ 
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